
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              令和３年 

                岩手県教育委員会定例会 

             10 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩 手 県 教 育 委 員 会 



令和３年 10月 岩手県教育委員会定例会議事日程 

 

令和３年 10月 25日（月）午後１時 30分 

 

第 １ 議席の決定   

第 ２ 会期決定の件   

第 ３ 事務報告１ 
令和４年度岩手県立一関第一高等学校附属中学校入学

者選抜の概要について 
（ 学 校 教 育 室 ） 

第 ４ 事務報告２ 
令和４年度岩手県立高等学校入学者選抜の実施につい

て 
（ 学 校 教 育 室 ） 

第 ５ 事務報告３ 
いわての高校魅力化グランドデザイン for 2031 につい

て 
（ 学 校 教 育 室 ） 

第 ６ 事務報告４ 
令和４年度岩手県立特別支援学校高等部の学級数等に

ついて 
（ 学 校 教 育 室 ） 

第 ７ 議案第 16 号 
岩手県立高等学校の管理運営に関する規則の一部を改

正する規則 
（ 学 校 教 育 室 ） 

第 ８ 議案第 17 号 
岩手県いじめ問題対策委員会委員の任命に関し議決を

求めることについて 
（ 学 校 教 育 室 ） 

第 ９ 議案第 18 号 
令和４年度岩手県教育委員会定期人事異動方針に関し

議決を求めることについて 
（ 教 職 員 課 ） 

第 10 議案第 19 号 教育表彰の受賞者に関し議決を求めることについて （ 教 育 企 画 室 ） 

 

 
閉会   
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事務報告１ 

 

令和４年度岩手県立一関第一高等学校附属中学校入学者選抜の概要について 

 

令和４年度岩手県立一関第一高等学校附属中学校入学者選抜の概要について、別紙のとおり

報告します。 

 

令和３年10月25日 
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令和４年度岩手県立一関第一高等学校附属中学校入学者選抜の概要について 

 

 

１ 令和３年度岩手県立一関第一高等学校附属中学校説明会及び入学者選抜事務説明会について          

○ オンデマンドによる動画配信により実施 

   動画配信期間  令和３年９月30日から10月６日まで 

   動画アクセス数 283件（重複含む） 

   入学者選抜実施要項配布数 151部 

 

○ 事務説明会参加者数と志願倍率の推移（※申込人数） 

年度 
事務説明会 

申込数 
募集人数 受検者数 実質倍率 

H28 170 80 162 2.03 

H29 168 80 165 2.06 

H30 182 80 159 1.99 

R 1 138 70 119 1.70 

R 2 139 70 112 1.60 

 

 

２ 令和４年度岩手県立一関第一高等学校附属中学校入学者選抜適性検査の主な日程について     【資料１】 

○ 令和３年11月24日（水） 

     ～12月２日（木） 入学願書の受付 

  令和４年１月15日（土） 本検査 

      １月29日（土） 追検査 

      １月31日（月） 合格発表 

 

 

３ 追検査の実施について                                   【資料２】 

○ 対象者 

  新型コロナウイルス感染症に関わって次のア～ウのいずれかに該当する者及びエに該当して１月15日（土）に

実施する本検査を受検できない者 

  ア 本検査日において、感染者のうち治癒していない者 

  イ 本検査日において、濃厚接触者のうち健康観察期間中の者 

  ウ 本検査日において、感染者又は濃厚接触者である疑いがある者 

  エ その他（真にやむを得ない事情により本検査を受検できない者） 

○ 期日 

  令和４年１月29日（土）【本試験日の２週間後】  
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令和４年度岩手県立一関第一高等学校附属中学校入学者選抜に係る日程 

期  日 事   項 

 
１１月２４日（水）～ 
１２月 ２日（木） 
        ※必着 
 

 
入学願書等の受付（簡易書留による郵送） 

提出書類等 
１ 入学選考料納付書（県証紙２,２００円分貼付） 
２ 入学願書（写真貼付） 
３ 受検票（写真貼付） 
４ 受検票送付用封筒（簡易書留、４０４円分の切手貼付） 
５ 選抜結果通知書送付用封筒（簡易書留、４０４円分の切手貼付） 
６ 入学志願許可書（該当者のみ） 
７ 海外在住状況証明書（該当者のみ） 
８ 入学選考料免除に係る必要書類（該当者のみ） 

 ※ 調査書の提出は後日です。 
 

 
１２月 ８日（水） 
      までに投函 

 

 
 受検票の交付及び送付（志願者本人へ郵送） 
  入学志願者一覧表の送付（在籍小学校長へ郵送） 

※ 保護者は、調査書の作成を小学校へ依頼する。 
 

 
 １月 ４日（火）～ 
１月 ７日（金） 

       ※必着 

 

 
 調査書の提出（簡易書留による郵送） 

提出の流れ 
１ 小学校長は、調査書を作成し、所定の封筒に厳封して保護者に送付する。 
２ 保護者は、期日までに厳封された調査書を郵送により提出する。 

 

 １月１５日（土）  本検査（適性検査Ⅰ・適性検査Ⅱ・適性検査Ⅲ・面接） 

１月２９日（土）  追検査（適性検査Ⅰ・適性検査Ⅱ・適性検査Ⅲ・面接） 

 
 １月３１日（月） 

      までに投函 

 
 入学者選抜結果通知（志願者本人及び在籍小学校長へ郵送） 

 ★選抜された志願者は「入学予定候補者」となります。 

 
 ２月 ３日（木） 
 
※受付時間 
 午前９時～午後４時 
※受付場所 
 岩手県立一関第一高等 学校
附属中学校事務室 

 
 

 
入学予定候補者の手続 

提出書類等 
１ 受検票 
２ 入学者選抜結果通知書（合格通知書） 
３ 入学確約書 
※ 手続終了後、「入学予定者証明書」を交付します。この証明書を 
 ２月４日（金）午後４時までに住所の存する市町村教育委員会へ提 
 出してください。 

★手続を終了した入学予定候補者は「入学予定者」となります。 

 ★以降、保護者の転勤等による辞退や資格を失う等による取消がない限り、入学予定者は入

学者となります。 
 ★２月３日（木）に手続きできない場合は、事前に県立中学校までお 
  電話でご相談ください。 

 
 ２月 ４日（金）まで 
※時間は午後４時まで 
※受付場所は住所の存す 
 る市町村教育委員会 

 
就学の届出 
  住所の存する市町村教育委員会へ出向き、「入学予定者証明書」を 
 添えて、児童を岩手県立一関第一高等学校附属中学校へ就学させる旨 
 を届け出る。 

〈問い合わせ先〉 
 ○岩手県教育委員会事務局学校教育室 義務教育担当 
  郵便番号：０２０－８５７０ 住所：岩手県盛岡市内丸１０－１ 
  電話番号：０１９－６２９－６１３７ 
 ○岩手県立一関第一高等学校附属中学校 事務室  
  郵便番号：０２１－０８９４ 住所：岩手県一関市磐井町９－１ 
  電話番号：０１９１－２３－４３１１ 

【資料１】 
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12 追検査 

（１）対象者 

   新型コロナウイルス感染症に関わって次のア～ウのいずれかに該当する者及びエに該当して１月15日（土）に

実施する本検査を受検できない者 

  ア 本検査日において、感染者のうち治癒していない者 

イ 本検査日において、濃厚接触者のうち健康観察期間中の者 

ウ 本検査日において、感染者又は濃厚接触者である疑いがある者 

エ その他（真にやむを得ない事情により本検査を受検できない者） 

 

（２）期日 

   令和４年１月29日（土）【本試験日の２週間後】  

 

（３）会場 

岩手県立一関第一高等学校附属中学校等 

 

（４）受検の手続き 

   上記（１）ア～エにより本検査を欠席し、追検査の受検を志願する者は、「追検査 

  受検願い」と「医師の診断書等」を岩手県立一関第一高等学校附属中学校長に提出す 

  ること。 

追検査の受検の手続きや日程等の詳細については、上記（１）ア～ウが発生した時 

  点で下記相談先まで連絡した際にお知らせする。 

      相 談 先 岩手県立一関第一高等学校附属中学校 

      電話番号 ０１９１－２３－４３１１（事務室） 

 

（５）追検査方法 

   本検査と同様に実施する。 

   ただし、適性検査Ⅲの内容は作文のみとし、面接は個人面接で行う。 

   なお、追検査の問題、検査時間、配点については非公開とする。 

 

（６）選抜方法 

   適性検査Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、面接の成績で総合的に判断する。 

 本検査を受検した者と追検査を受検した者を一括して選抜する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和４年度岩手県立一関第一高等学校附属中学校入学者選抜適性検査実施要項より抜粋 

【資料２】 
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事務報告２ 

 

令和４年度岩手県立高等学校入学者選抜の実施について 

 

令和４年度岩手県立高等学校入学者選抜の実施について、別紙のとおり報告します。 

 

令和３年 10月 25日 
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Ⅰ　 令和４年度岩手県立高等学校第１学年募集定員について

１ 令和４年３月中学校・義務教育学校卒業見込者数

　

（学校基本統計速報）

２ 募集定員

全日制 8,920名 （昨年比－40） 62校（全て本校）

年度＼学科 普通 普通・理数 総合 体育 小計

R4 4,240 880 1,000 40 6,160

R3 4,240 880 1,040 40 6,200

前年比 0 0 -40 0 -40

年度＼学科 農業 工業 商業 水産 家庭 小計 合計

R4 520 1,280 720 80 160 2,760 8,920

R3 520 1,280 720 80 160 2,760 8,960

前年比 0 0 0 0 0 0 -40

定時制 560名 （昨年と同じ） 9校（本校7校、分校2校）

年度＼学科 普通 工業 合計

R4 520 40 560

R3 520 40 560

前年比 0 0 0

【備考】

 ・ 盛岡市立高等学校を除いた数値であること。

 ・ 入学者選抜を実施する学校数　65本分校 （62＋９－６＝65本分校）

事２－3

全日制・定時制併設校

6校

（盛岡工業、一関第一、大船渡、
釜石、宮古、福岡）

（本校7校、分校2校）

令和４年度岩手県立高等学校入学者選抜の実施について

令和４年３月卒業見込 令和３年３月卒業見込 増　　　減

10,393 10,083 310

全日制

62校

（全て本校）

定時制

9校



事２-4 
 

Ⅱ 主な入試日程 

１ 入試事務説明会（６教育事務所）                10月25日（月）～10月29日（金） 

２ 推薦入学者選抜 検査期日                          １月26日（水） 

３ 推薦入学者合格通知                                   ２月２日（水） 

４ 一般（定時制成人枠を含む）・連携型・杜陵高校定時制（前期日程）入学者選抜 検査期日 

 ３月８日（火） 

 ５ 追検査                                ３月14日（月） 

６  合格者発表                                       ３月16日（水） 

７ 二次募集・杜陵高校定時制（後期日程）入学者選抜 検査期日          ３月24日（木） 

８ 二次募集・杜陵高校定時制（後期日程）合格者発表                   ３月28日（月） 

９ 通信制入学者選抜                           ４月１日（金） 

10 通信制合格者発表                           ４月５日（火） 

 

Ⅲ 令和４年度入学者選抜の方法 

１ 推薦入学者選抜 

（１）対象学科 

      全日制・定時制の全学科において実施することができる。 

（２）応募資格 

    次のア～オの全てに該当する者 

ア 岩手県内の中学校、義務教育学校後期課程、中等教育学校前期課程、特別支援学校中学部（以

下「中学校等」という。）を令和４年３月に卒業する見込みの者、若しくは令和３年３月に卒業し

た者 

又は、東日本大震災津波の被災により、岩手県内から県外に転学し、令和４年３月に中学校等

を卒業する見込みの者、若しくは令和３年３月に中学校等を卒業した者のうち、いずれか一方に

該当することを岩手県教育委員会が認めた者 

ただし、種市高等学校海洋開発科を志願する場合は、令和４年３月に中学校等を卒業する見込

みの者、若しくは令和３年３月に中学校等を卒業した者 

   イ 当該高等学校に合格した場合、学力調査を受け、入学を確約できる者 

   ウ 当該高等学校の教育を受けるに足る能力・適性を持つ者 

   エ 次の応募資格Ａ又は応募資格Ｂに該当する者 

応募資格Ａ スポーツ、文化・芸術、特別活動（生徒会活動等）、その他校内外の活動（ボラン

ティア活動、地域貢献活動等）において顕著な実績を持つ者 

応募資格Ｂ 将来の職業選択や社会貢献に強い意欲を持っている者 

   オ 当該高等学校の示す推薦基準を満たしている者 

（推薦入学者選抜を実施する各高等学校の各学科（学系・コース）の推薦基準は、別に定める。） 

（３）募集定員 

ア 定員の 10％以内とする。 

ただし、体育科、体育コース、体育学系、スポーツ健康科学学系及び芸術学系については、

50％以内とする。 

また、普通科、普通・理数科及び体育科以外の学科のうち、応募資格Ａ及び応募資格Ｂの両方

で募集する学科は、次の（ア）又は（イ）の割合とする。 

（ア）動物科学科、植物科学科、食品科学科、人間科学科、環境科学科、生物科学科、食農科学

科、農業科学科、生産技術科及び農芸科学科は 20％以内とする。 

（イ）上記（ア）以外の学科は 15％以内とする。 

なお、定員の割合は５％ごととする。 

イ 県のスポーツ特別強化指定校においては、当該指定競技に係る人数を推薦募集定員の中に入れ



事２-5 
 

ることとする。 

ウ 推薦入学者選抜実施校の各学科（学系・コース）の推薦募集定員は、別に示す。 

（４）通学区域 

学区の制限を受けない。 

（５）出願制限 

  ア 出願は、本校又は分校１校に限るものとする。 

   イ 志願先高等学校に二つ以上の学科（学系・コース）がある場合には、第２、第３志望まで出願

することができる。 

     ただし、異なる適性検査を実施する学科（学系・コース）への出願は二つまでとする。 

学科（学系・コース）により推薦基準が異なる場合には、志願する全ての学科（学系・コース）

の推薦基準を満たさなければならないものとする。 

   ウ 岩手県立高等学校の推薦・連携型入学者選抜と盛岡市立高等学校の推薦入学者選抜に併願する

ことはできない。 

   エ 一関第一高等学校（全日制課程）の入学決定通知書の交付を受けた者は、推薦入学者選抜に出

願することはできない。 

（６）検査内容 

ア 調査書、志願理由書及び面接 

   イ 高等学校によっては、小論文又は作文、適性検査を実施することができる。 

    （各高等学校の各学科（学系・コース）の検査内容は、別に定める。） 

（７）選抜方法 

    上記（６）の検査の結果により行う。 

（各高等学校の各学科（学系・コース）の選抜方法は別に定める。） 

 （８）１月 26日（水）の検査を受検できない者への対応 

ア 志願者のうち、検査期日において、次の各項のいずれかに該当する者は検査を欠席することと

する。 

（ア）新型コロナウイルス感染症の感染者のうち治癒していない者、濃厚接触者のうち健康観察期

間中の者、感染者又は濃厚接触者である疑いがある者 

（イ）インフルエンザ等により、検査を受検できない者 

（ウ）その他真にやむを得ない事情により受検できない者 

イ 選抜方法 

調査書及び志願理由書に記載された内容を参考にしながら、各高等学校の各学科（学系・コー

ス）の選抜方法に基づいて行う。 

（９）合格者への対応 

ア 高等学校長は、合格者を対象とする学力調査を、３月８日（火）に実施する。 

イ 調査教科は５教科（国語、数学、社会、英語、理科）とし、一般入学者選抜学力検査と同じ問

題及び時程で実施する。 

      なお、学力調査は、原則として一般入学者選抜学力検査と部屋を別にして実施する。 

ウ 高等学校長は、合格者が正当な事由なく学力調査を欠席した場合、高校教育課長と協議の上、

合格を取り消すことがある。 

 

２ 一般入学者選抜 

（１）応募資格 

        次の各項のいずれかに該当する者 

ア 令和４年３月に中学校等を卒業する見込みの者 

   イ 中学校等を卒業した者 

   ウ 学校教育法施行規則第 95条の規定に該当する者 
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（２）通学区域 

        岩手県立高等学校の通学区域に関する規則による。 

また、東日本大震災津波の被災により、出願すべき高等学校以外の高等学校に出願する場合の取

扱は、岩手県立高等学校の通学区域に関する規則第４条第５号によるものとする。 

（３）出願制限 

ア  出願は、本校又は分校１校に限るものとする。 

（ア）志願先高等学校に二つの課程（全日制、定時制）又は二つ以上の学科（学系・コース）があ

る場合には、第２、第３志望まで出願することができる。 

ただし、異なる適性検査を実施する学科（学系、コース）への出願は二つまでとする。 

（イ）多部制の定時制課程においては、部の間で第２志望まで出願することができる。 

イ  推薦入学者選抜の合格者は出願できない。 

ウ 盛岡市立高等学校の一般入学者選抜に併願することはできない。 

エ  連携型入学者選抜に併願することはできない。 

オ  一関第一高等学校（全日制課程）の入学決定通知書の交付を受けた者は、出願することはでき

ない。 

（４）検査内容 

※ 新型コロナウイルス感染症対策として、面接は行わない。 

ア 学力検査（国語、数学、社会、英語、理科の５教科） 

イ 調査書 

ウ 小論文又は作文 

エ 適性検査（実技等） 

（５）日程 

ア 集  合 ８:30（又は８：20） 

※ 検査場への入場時に混雑が予想される学校においては、受検者によって集合時

刻を別にする。 

イ 学力検査 ９:10～15:25（各教科 50分） 

（６）出題方針 

中学校学習指導要領に示されている各教科の目標や内容に則し、基礎的・基本的な知識及び技能

や、これらを活用して問題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等を検査できるように

する。 

（７）各検査の配点 

学力検査（５教科各 100点満点） 500点 

1000点 
調査書（９教科の１・２・３年の評定） 440点 

500点 
小論文又は作文、適性検査（実技等）の合計 

60点 

（※） 

※ 小論文又は作文、適性検査（実技等）を実施しない学科（学系・コース）においては０点

とする。 

（８）小論文又は作文 

       各高等学校長の判断により、小論文又は作文を実施することができる。 

（実施する学科（学系・コース）は、別に示す。） 

（９）適性検査（実技等） 

       体育科、体育コース、体育学系、スポーツ健康科学学系及び芸術学系において実施する。 

        （該当校は、盛岡南高等学校、不来方高等学校、花巻南高等学校） 

（10）選抜方法 

ア 選抜は、各高等学校において次の選抜方法により学校、学科（学系・コース）の特色に配慮し

ながら、その教育において必要とされる能力・適性等を総合的に判定して行う。 
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イ 以下の【Ａ選考】、【Ｂ選考】、【Ｃ選考】により選考を行うこととする。 

（ア）【Ａ選考】 

「学力検査の成績」と「調査書の学習の記録、小論文又は作文、適性検査（実技等）の評価」

とを５：５に取り扱い、選考する。 

（イ）【Ｂ選考】 

「学力検査の成績」と「調査書の学習の記録、小論文又は作文、適性検査（実技等）の評価」

とを３：７に取り扱い、選考する。 

（ウ）【Ｃ選考】 

「学力検査の成績」と「調査書の学習の記録、小論文又は作文、適性検査（実技等）の評価」

とを７：３に取り扱い、選考する。 

ウ 【Ａ選考】、【Ｂ選考】、【Ｃ選考】による選考方法については、各高等学校長が次の表の７通り

の中から選択・決定することとする。なお、選考にあたっては 選考Ⅰ → 選考Ⅱ → 選考Ⅲ の

順で行うこととする。 

選抜方法 選考Ⅰ 選考Ⅱ 選考Ⅲ 

① Ａ選考 100％   

② Ａ選考 70％ Ｂ選考 30％  

③ Ａ選考 70％ Ｂ選考 20％ Ｃ選考 10％ 

④ Ａ選考 70％ Ｂ選考 10％ Ｃ選考 20％ 

⑤ Ａ選考 70％ Ｃ選考 30％  

⑥ Ａ選考 70％ Ｃ選考 20％ Ｂ選考 10％ 

⑦ Ａ選考 70％ Ｃ選考 10％ Ｂ選考 20％ 

 （11）新型コロナウイルス感染症の感染者又は濃厚接触者等 

 志願者のうち、検査期日において、次の各項のいずれかに該当する者は３月８日（火）に実施す 

る検査（以下「本検査」という。）を欠席することとする。 

ア 感染者のうち治癒していない者 

イ 濃厚接触者のうち健康観察期間中の者 

ウ 感染者又は濃厚接触者である疑いがある者 

（12）追検査 

ア 対象者 

次の各項のいずれかに該当する者 

なお、本検査を一部でも受検した者は、追検査の対象とはならない。 

（ア）上記（11）アの者のうち、３月 13日（日）までに治癒した者 

（イ）上記（11）イの者 

（ウ）上記（11）ウの者のうち、感染者及び濃厚接触者である疑いがなくなった者、濃厚接触者と

なった者、感染者となった者で３月 13日（日）までに治癒した者 

（エ）医療機関において医師からインフルエンザ等の診断を受け、本検査を受検できない者 

（オ）本検査前日及び当日にインフルエンザ等の症状を発症し、本検査を受検できない者 

（カ）その他真にやむを得ない事情により本検査を受検できない者 

イ 検査内容 

     本検査と同じとする。ただし、学力検査、小論文又は作文は、追検査用に用意したもので行う。 

ウ 日程及び実施内容 

（ア）検査期日  令和４年３月 14日（月） 

（イ）検査場   志願先高等学校 

（ウ）実施内容等 本検査と同じとする。 

エ 選抜方法 
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本検査と追検査の成績は同等に扱い、本検査を受検した者と追検査を受検した者を一括して選

抜する。 

（13）新型コロナウイルス感染症の感染者で３月 13日（日）までに治癒しない者への対応 

ア 追検査も欠席することとする。 

イ 選抜方法 

  調査書に記載された内容に基づいて、総合的に判断して行う。  

（14）学力検査等成績の通知 

ア 通知する内容 

教科別得点及び合計点、調査書の換算合計点、面接等の得点（小論文又は作文、適性検査（実

技等）の得点） 

イ 通知の方法 

（ア）志願先高等学校長は、次の書類を、選考結果通知書及び合格通知書の送付とあわせて当該中

学校長あて送付する。（中学校での受取ができない者については、直接本人に送付する。） 

・ 学力検査等成績通知書（通知用封筒に封入し、厳封したもの） 

・ 受取確認表 

（イ）中学校長は、厳封した状態の学力検査等成績通知書を受検者に手渡し、受取確認表に署名さ

せる。また、３月 31日（木）までに、次の書類を高等学校長あて返送する。 

・ 受検者が署名済みの受取確認表 

・ 受検者が受け取らなかった学力検査等成績通知書 

ウ その他 

本検査及び追検査を受検しなかった者には通知しない。 

 

３ 一般入学者選抜（定時制課程成人枠） 

（１）対象学科 

   定時制の全学科 

（２）応募資格 

   平成 13年４月１日までに生まれた者で、次の各項のいずれかに該当する者 

  ア 中学校等を卒業した者 

  イ 学校教育法施行規則第 95条の規定に該当する者 

（３）募集人数 

   若干名 

（４）検査内容 

ア 面接 

イ 作文又は小論文 

ウ 高等学校によっては、適性検査を実施することができる。 

 

４ 二次募集 

（１）二次募集を行う学科（学系・コース） 

欠員が、定員の 10％以上である学科（学系・コース）で実施する。ただし、欠員が定員の 10％未

満でも、学校の判断で実施することができる。 

なお、杜陵高等学校は二次募集を行わない。 

（２）応募資格 

ア 令和４年度岩手県立高等学校一般入学者選抜（定時制課程成人枠含む）又は連携型入学者選抜、

若しくは盛岡市立高等学校一般入学者選抜を受検し、合格しなかった者 

イ やむを得ない事情で、令和４年度岩手県立高等学校一般入学者選抜（定時制課程成人枠含む）

又は連携型入学者選抜、若しくは盛岡市立高等学校一般入学者選抜を受検しなかった者 
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（３）検査内容 

ア 調査書、面接 

イ 小論文又は作文 

 

５ 連携型入学者選抜(軽米高等学校・葛巻高等学校) 

（１）応募資格 

令和４年３月に連携型中学校（軽米高等学校においては軽米町立軽米中学校をいう。葛巻高等学

校においては葛巻町立葛巻中学校、葛巻町立小屋瀬中学校、葛巻町立江刈中学校をいう。）を卒業

する見込みの者 

（２）募集定員 

    軽米高等学校及び葛巻高等学校の定員を上限とする。 

（３）選抜方法 

国語、数学、社会、英語、理科の５教科に関する基礎学力を確認のうえ、連携型中学校長から提

出された調査書に基づき合格者を決定する。 

なお、基礎学力の確認は、一般入学者選抜学力検査で使用する検査問題と同じ問題で実施する。 

 

６ 一関第一高等学校附属中学校（併設型中高一貫教育校）からの入学 

（１）一関第一高等学校附属中学校の生徒が一関第一高等学校（全日制課程）に入学を希望する場合は、

一関第一高等学校附属中学校長（以下「附属中学校長」という。）が指定する期日までに、入学願を附

属中学校長に提出する。ただし、特別な事情により一関第一高等学校（全日制課程）に入学を希望し

ない場合は、その旨を記載した書面（入学辞退届）を附属中学校長に提出する。 

（２）附属中学校長は、一関第一高等学校長が指定する期日までに、入学願を一関第一高等学校長に提

出する。 

（３）入学願を提出した者については、一関第一高等学校（全日制課程）への入学者選抜を行わない。 

（４）入学辞退届を提出した者については、当該年度において一関第一高等学校（全日制課程）に出願

することはできない。ただし、一関第一高等学校長が認めた場合はこの限りでない。 

（５）入学者の決定・発表 

ア 一関第一高等学校長は、入学願を提出した者について入学を決定し、附属中学校長に「入学決

定通知書」を送付する。 

イ 入学決定者数の発表は、令和４年２月２日（水）に行う。 

（６）入学決定通知書の交付を受けた者は、推薦入学者選抜及び一般入学者選抜に出願することはでき

ない。 

 

７ 杜陵高等学校定時制課程入学者選抜 

（１）募集定員 

ア 本校 160名（１・２部 120名、３部 40名） 

  前期日程 100名（１・２部 80名、３部 20名） 

  後期日程 60名（１・２部 40名、３部 20名） 

イ 奥州校 80名 

  前期日程 60名（昼間部 30名、夜間部 30名） 

  後期日程 20名（昼間部 10名、夜間部 10名） 

（２）選抜方法（学力検査及び面接等） 

前期日程 国語、数学、社会、英語、理科の５教科（一般入学者選抜学力検査で使用する検査問

題と同じ問題で実施する。）及び調査書 

後期日程 作文、面接及び調査書 
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８ 通信制課程入学者選抜 

（１）募集定員 

   杜陵高等学校（本校・奥州校）220名 

   宮古高等学校         80名 

（２）選考方法 

提出された書類、作文及び面接によって行う。 

 

 ９ 県外からの志願者受入れ 

（１）実施方針 

ア 次の（ア）～（ウ）の全てに該当する全日制・定時制の学科（学系・コース）において、県教

育委員会と協議した上で行う。 

（ア）地域人材の育成やふるさと振興の視点から、学校と地域が連携する体制が整っている学科（学

系・コース） 

（イ）入学後の居住環境について紹介できる体制が整っている学科（学系・コース） 

（ウ）県内生徒の学ぶ機会を妨げないと考えられる学科（学系・コース） 

イ 開始から３年ごとに受入れの継続について県教育委員会と実施高等学校が協議する。 

ウ 特定の部活動への参加を条件とする受入れは行わないものとする。 

エ 一般入学者選抜において実施する。 

（２）通学区域の取扱い 

ア 普通科への志願を承認された者は、学区外の志願者として扱う。 

イ 普通科以外の学科への志願を承認された者は、「県外」（普通科の学区外の取扱いに準じる）の

志願者として扱う。 

（３）実施校 

学校 学 科 募集人数 対象となる入学者選抜 

沼宮内 普通科 ８名 令和４～６年度 

平舘 普通科、家政科学科  各４名  

遠野 普通科   ３名  

遠野緑峰 生産技術科、情報処理科  各４名 令和２～４年度 

住田 普通科   ４名  

大槌 普通科   ８名  

宮古水産 海洋生産科、食物科 各４名 令和４～６年度 

伊保内 普通科   ４名 
令和３～５年度 

一戸 総合学科   ５名 

※ 一般入学者選抜の志願者数が一般入学者選抜の募集定員を超えない学科においては、県外か

らの志願者受入れの募集定員を超えた数の県外からの受検者を合格とすることができる。 

（４）特例として県外からの志願者の受入れを実施する学校 

入学者数の制限を設けずに、特例として県外からの志願者の受入れを実施する学校への志願の取

扱いについては、次のとおりとする。 

なお、志願が承認された者は、学区内の志願者として扱う。 

学校名 学  科 対象者 

水沢農業 農業科学科 学校設定科目「馬学」の履修を希望する者 

種市 海洋開発科 志願者全て 

葛巻 普通科 「くずまき山村留学生」の候補者 
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大迫 普通科 「高校生おおはさま留学生」の候補者 

西和賀 普通科 「西和賀ふるさと留学生」の候補者 

 



選抜
方法

学系・コース ％ 人 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 小論文
作文

適性検査 小論文
作文

適性検査 有・無 人

1 盛 岡 第 一 普 通 ・ 理 数 280 有 Ａ 10 28 ⑤ Ａ70 Ｃ30 無 くくり募集

2 盛 岡 第 二 普 通 200 有 Ａ 10 20 ③ Ａ70 Ｂ20 Ｃ10 無

3 盛 岡 第 三 普 通 280 有 Ａ 10 28 ④ Ａ70 Ｂ10 Ｃ20 無

4 盛 岡 第 四 普 通 240 有 Ａ 10 24 ① Ａ100 無

5 盛 岡 北 普 通 200 有 Ａ 10 20 ① Ａ100 無

6 盛 岡 南 普 通 160 有 Ａ 10 16 ② Ａ70 Ｂ30 0 無

体 育 コ ー ス 40 有 Ａ 50 20 ② Ａ70 Ｂ30 0 実技 30 無

体 育 40 有 Ａ 50 20 ② Ａ70 Ｂ30 0 実技 30 無

7 不 来 方 普 通 人 文 ・ 理 数 160 有 Ａ 10 16 ③ Ａ70 Ｂ20 Ｃ10 無

芸 術 40 有 Ａ 40 16 ② Ａ70 Ｂ30 0 実技 50 無

外 国 語 40 有 Ａ 10 4 ③ Ａ70 Ｂ20 Ｃ10 英語２倍 無

体 育 40 有 Ａ 50 20 ② Ａ70 Ｂ30 0 実技 30 無

9 盛 岡 農 業 動 物 科 学 40 有 ＡＢ 20 8 ① Ａ100 0 0 無

植 物 科 学 40 有 ＡＢ 20 8 ① Ａ100 0 0 無

食 品 科 学 40 有 ＡＢ 20 8 ① Ａ100 0 0 無

人 間 科 学 40 有 ＡＢ 20 8 ① Ａ100 0 0 無

環 境 科 学 40 有 ＡＢ 20 8 ① Ａ100 0 0 無

10 盛 岡 工 業 機 械 40 有 ＡＢ 15 6 ③ Ａ70 Ｂ20 Ｃ10 無

電 気 40 有 ＡＢ 15 6 ③ Ａ70 Ｂ20 Ｃ10 無

電 子 情 報 40 有 ＡＢ 15 6 ③ Ａ70 Ｂ20 Ｃ10 無

電 子 機 械 40 有 ＡＢ 15 6 ③ Ａ70 Ｂ20 Ｃ10 無

工 業 化 学 40 有 ＡＢ 15 6 ③ Ａ70 Ｂ20 Ｃ10 無

土 木 40 有 ＡＢ 15 6 ③ Ａ70 Ｂ20 Ｃ10 無

建 築 ・ デ ザ イ ン 40 有 ＡＢ 15 6 ③ Ａ70 Ｂ20 Ｃ10 無

11 盛 岡 商 業 流 通 ビ ジ ネ ス 80 有 ＡＢ 15 12 ⑥ Ａ70 Ｃ20 Ｂ10 無

会 計 ビ ジ ネ ス 80 有 ＡＢ 15 12 ⑥ Ａ70 Ｃ20 Ｂ10 無

情 報 ビ ジ ネ ス 80 有 ＡＢ 15 12 ⑥ Ａ70 Ｃ20 Ｂ10 無

12 沼 宮 内 普 通 80 有 Ａ 10 8 ① Ａ100 有 8

13 葛 巻 普 通 80 有 ＡＢ 10 8 ① Ａ100 有 － ※１

14 平 舘 普 通 40 有 Ａ 10 4 ② Ａ70 Ｂ30 有 4

家 政 科 学 40 有 ＡＢ 10 4 ② Ａ70 Ｂ30 有 4

15 雫 石 普 通 40 有 Ａ 10 4 ③ Ａ70 Ｂ20 Ｃ10 無

16 紫 波 総 合 総 合 160 有 ＡＢ 15 24 ② Ａ70 Ｂ30 無

17 花 巻 北 普 通 240 有 Ａ 10 24 ⑤ Ａ70 Ｃ30 無

18 花 巻 南 普 通 人 文 ・ 自 然 科 学 120 有 Ａ 10 12 ⑤ Ａ70 Ｃ30 無

スポーツ健康科学 40 有 Ａ 50 20 ② Ａ70 Ｂ30 実技 30 無

国 際 科 学 40 有 Ａ 10 4 ⑤ Ａ70 Ｃ30 英語２倍 無

19 花 巻 農 業 生 物 科 学 40 有 ＡＢ 20 8 ① Ａ100 0 無

環 境 科 学 40 有 ＡＢ 20 8 ① Ａ100 0 無

食 農 科 学 40 有 ＡＢ 20 8 ① Ａ100 0 無

20 花 北 青 雲 情 報 工 学 40 有 Ａ 10 4 ① Ａ100 0 無

ビ ジ ネ ス 情 報 80 有 Ａ 10 8 ① Ａ100 0 無

総 合 生 活 40 有 Ａ 10 4 ① Ａ100 0 無

21 大 迫 普 通 40 有 Ａ 10 4 ① Ａ100 0 0 有 －

22 遠 野 普 通 160 有 Ａ 10 16 ① Ａ100 0 0 有 3

23 遠 野 緑 峰 生 産 技 術 40 有 ＡＢ 20 8 ② Ａ70 Ｂ30 有 4

情 報 処 理 40 有 ＡＢ 15 6 ② Ａ70 Ｂ30 有 4

24 黒 沢 尻 北 普 通 240 有 Ａ 10 24 ④ Ａ70 Ｂ10 Ｃ20 無

25 北 上 翔 南 総 合 200 有 Ａ 10 20 ① Ａ100 0 無

26 黒沢尻工業 機 械 40 有 ＡＢ 15 6 ① Ａ100 0 0 無

電 気 40 有 ＡＢ 15 6 ① Ａ100 0 0 無

電 子 40 有 ＡＢ 15 6 ① Ａ100 0 0 無

電 子 機 械 40 有 ＡＢ 15 6 ① Ａ100 0 0 無

土 木 40 有 ＡＢ 15 6 ① Ａ100 0 0 無

材 料 技 術 40 有 ＡＢ 15 6 ① Ａ100 0 0 無

27 西 和 賀 普 通 40 有 Ａ 10 4 ① Ａ100 0 0 有 －

28 水 沢 普 通 ・ 理 数 240 有 Ａ 10 24 ③ Ａ70 Ｂ20 Ｃ10 無 くくり募集

29 水 沢 農 業 農 業 科 学 40 有 ＡＢ 20 8 ② Ａ70 Ｂ30 有 －

食 品 科 学 40 有 ＡＢ 20 8 ② Ａ70 Ｂ30 無

傾斜配点の有
無とその内容

令和４年度岩手県立高等学校入学者選抜実施概要一覧表

No 学校名 定員

推薦入学者選抜 一般入学者選抜

備考

学　　科　　名
実
施
の
有
無

応
募
資
格

県外受入れ

（①～⑦
から選択）

学力検査：調査書・面接等
Ａ＝５：５
Ｂ＝３：７
Ｃ＝７：３

募
集
定
員

選抜順序・割合（％）

小論文又は作文、
適性検査の有無

小論文又は作
文、

適性検査の配点
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選抜
方法

学系・コース ％ 人 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 小論文
作文

適性検査 小論文
作文

適性検査 有・無 人

傾斜配点の有
無とその内容

No 学校名 定員

推薦入学者選抜 一般入学者選抜

備考

学　　科　　名
実
施
の
有
無

応
募
資
格

県外受入れ

（①～⑦
から選択）

学力検査：調査書・面接等
Ａ＝５：５
Ｂ＝３：７
Ｃ＝７：３

募
集
定
員

選抜順序・割合（％）

小論文又は作文、
適性検査の有無

小論文又は作
文、

適性検査の配点

30 水 沢 工 業 機 械 40 有 Ａ 10 4 ① Ａ100 無

電 気 40 有 Ａ 10 4 ① Ａ100 無

設 備 シ ス テ ム 40 有 Ａ 10 4 ① Ａ100 無

イ ン テ リ ア 40 有 Ａ 10 4 ① Ａ100 無

31 水 沢 商 業 商 業 40 有 ＡＢ 15 6 ③ Ａ70 Ｂ20 Ｃ10 無

会 計 ビ ジ ネ ス 40 有 ＡＢ 15 6 ③ Ａ70 Ｂ20 Ｃ10 無

情 報 シ ス テ ム 40 有 ＡＢ 15 6 ③ Ａ70 Ｂ20 Ｃ10 無

32 前 沢 普 通 80 有 Ａ 10 8 ① Ａ100 無

33 金 ケ 崎 普 通 80 有 Ａ 10 8 ⑥ Ａ70 Ｃ20 Ｂ10 無

34 岩 谷 堂 総 合 120 有 ＡＢ 15 18 ③ Ａ70 Ｂ20 Ｃ10 無

35 一 関 第 一 普 通 ・ 理 数 200 有 Ａ 10 20 ① Ａ100 0 0 無 くくり募集　※２

36 一 関 第 二 総 合 200 有 Ａ 10 20 ③ Ａ70 Ｂ20 Ｃ10 無

37 一 関 工 業 電 気 電 子 40 有 ＡＢ 15 6 ① Ａ100 0 0 無

電 子 機 械 40 有 ＡＢ 15 6 ① Ａ100 0 0 無

土 木 40 有 ＡＢ 15 6 ① Ａ100 0 0 無

38 花 泉 普 通 40 有 Ａ 10 4 ① Ａ100 0 0 無

39 大 東 普 通 80 有 Ａ 10 8 ① Ａ100 0 0 無

情 報 ビ ジ ネ ス 40 有 Ａ 10 4 ① Ａ100 0 0 無

40 千 厩 普 通 120 有 Ａ 10 12 ① Ａ100 0 0 無

生 産 技 術 40 有 Ａ 10 4 ① Ａ100 0 0 無

産 業 技 術 40 有 Ａ 10 4 ① Ａ100 0 0 無

41 高 田 普 通 120 有 Ａ 10 12 ① Ａ100 無

海 洋 シ ス テ ム 40 有 Ａ 10 4 ① Ａ100 無

42 大 船 渡 普 通 160 有 Ａ 10 16 ① Ａ100 無

43 大 船 渡 東 農 芸 科 学 40 有 Ａ 10 4 ① Ａ100 無

機 械 電 気 40 有 Ａ 10 4 ① Ａ100 無

情 報 処 理 40 有 Ａ 10 4 ① Ａ100 無

食 物 文 化 40 有 Ａ 10 4 ① Ａ100 無

44 住 田 普 通 40 有 Ａ 10 4 ① Ａ100 0 0 有 4

45 釜 石 普 通 ・ 理 数 160 有 Ａ 10 16 ⑤ Ａ70 Ｃ30 無 くくり募集

46 釜 石 商 工 機 械 40 有 Ａ 10 4 ③ Ａ70 Ｂ20 Ｃ10 無

電 気 電 子 40 有 Ａ 10 4 ③ Ａ70 Ｂ20 Ｃ10 無

総 合 情 報 40 有 Ａ 10 4 ③ Ａ70 Ｂ20 Ｃ10 無

47 大 槌 普 通 80 有 Ａ 10 8 ① Ａ100 0 0 有 8

48 山 田 普 通 40 有 Ａ 10 4 ① Ａ100 0 無

49 宮 古 普 通 200 有 Ａ 10 20 ① Ａ100 無

50 宮 古 北 普 通 40 有 Ａ 10 4 ① Ａ100 無

51 宮 古 商 工 機 械 シ ス テ ム 40 有 ＡＢ 15 6 ① Ａ100 無

電 気 シ ス テ ム 40 有 ＡＢ 15 6 ① Ａ100 無

総 合 ビ ジ ネ ス 40 有 Ａ 10 4 ① Ａ100 無

流 通 ビ ジ ネ ス 40 有 Ａ 10 4 ① Ａ100 無

情 報 ビ ジ ネ ス 40 有 Ａ 10 4 ① Ａ100 無

52 宮 古 水 産 海 洋 生 産 40 有 ＡＢ 15 6 ① Ａ100 0 0 有 4

食 物 40 有 ＡＢ 15 6 ① Ａ100 有 4

53 岩 泉 普 通 80 有 ＡＢ 10 8 ① Ａ100 0 0 無

54 久 慈 普 通 160 有 Ａ 10 16 ④ Ａ70 Ｂ10 Ｃ20 無

55 久 慈 東 総 合 200 有 Ａ 10 20 ① Ａ100 無

56 久 慈 工 業 電 子 機 械 40 有 Ａ 10 4 ① Ａ100 無

建 設 環 境 40 有 Ａ 10 4 ① Ａ100 無

57 種 市 普 通 40 有 Ａ 10 4 ① Ａ100 0 無

海 洋 開 発 40 有 Ｂ 10 4 ① Ａ100 0 有 －

58 大 野 普 通 40 有 Ａ 10 4 ① Ａ100 0 無

59 軽 米 普 通 80 有 Ａ 10 8 ① Ａ100 0 0 無 ※１

60 伊 保 内 普 通 40 有 Ａ 10 4 ① Ａ100 0 有 4

61 福 岡 普 通 160 有 Ａ 10 16 ① Ａ100 0 0 無

62 福 岡 工 業 機 械 シ ス テ ム 40 有 Ａ 10 4 ① Ａ100 無

電 気 情 報 シ ス テ ム 40 有 Ａ 10 4 ① Ａ100 無

63 一 戸 総 合 120 有 ＡＢ 15 18 ① Ａ100 有 5
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選抜
方法

学系・コース Ⅰ Ⅱ Ⅲ 小論文
作文

適性
検査

小論文
作文

適性
検査

有・無 人 個人 集団 面接 作文
小論文

適性
検査

8-1 杜 陵 普 通 １ ・ ２ 部 80 無 ③ Ａ70 Ｂ20 Ｃ10 無 ○ 作文 60 40 ※３

３ 部 20 無 ③ Ａ70 Ｂ20 Ｃ10 無 ○ 作文 60 40

8-3 杜陵奥州 普 通 昼 間 部 30 無 ⑥ Ａ70 Ｃ20 Ｂ10 無 ○ 作文 60 40 ※４

夜 間 部 30 無 ⑥ Ａ70 Ｃ20 Ｂ10 無 ○ 作文 60 40

10-2 盛岡工業 工 業 40 無 ① Ａ100 0 0 無 ○ 作文 50 50

35-2 一関第一 普 通 40 無 ① Ａ100 0 0 無 ○ 作文 100 100

42-2 大 船 渡 普 通 40 無 ① Ａ100 0 0 無 〇 作文 100 50

45-2 釜 石 普 通 40 無 ① Ａ100 0 0 無 ○ 作文 100 50

49-2 宮 古 普 通 40 無 ① Ａ100 0 0 無 〇 作文 100 100

54-2 久慈長内 普 通 昼 間 部 40 無 ① Ａ100 0 0 無 ○ 作文 100 50

夜 間 部 40 無 ① Ａ100 0 0 無 ○ 作文 100 50

61-2 福 岡 普 通 40 無 ① Ａ100 0 0 無 〇 作文 50 50

注　　この表中の定員は、「岩手県立高等学校の管理運営に関する規則」第３条第２項の規定により、志願者数（調整後）によっては、減ずることがある。

※１　定員には、連携型合格者数を含めるものとする。

※２　定員には、併設型中学校からの入学決定者数を含む。学区外最大入学者数は33名とする。

※３　定員は前期日程の定員であり、このほか後期日程の定員は、1・２部40名、３部20名である。

※４　定員は前期日程の定員であり、このほか後期日程の定員は、昼間部10名、夜間部10名である。

備考

傾
斜
配
点
の
有
無
と

そ
の
内
容

県外受入れ
面接方法 作文

又は
小論
文

定時制課程成人枠

適
性
検
査
の
有
無

面接、作文・小論文、
適性検査の配点

　　　　№1～№63は全日制課程、№8-1～№61-2は定時制課程である。

No 学校名 定員

推
薦
入

学
者
選
抜
実

施
の
有
無

一般入学者選抜

（①～⑦か
ら選択）

学力検査：調査書・面接等
Ａ＝５：５
Ｂ＝３：７
Ｃ＝７：３

学　　科　　名 選抜順序・割合（％）
小論文又は
作文、適性
検査の有無

小論文又は作文、
適性検査の配点
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事 3-1 

事務報告３ 

 

いわての高校魅力化グランドデザイン for 2031について 

 

いわての高校魅力化グランドデザイン for 2031を策定したので、別紙のとおり報告

します。 

 

令和３年 10月 25日 
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いわての高校魅力化グランドデザイン for 2031 

（岩手県立高等学校に関するスクール・ミッション） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年 10月 25日  

岩手県教育委員会
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Ⅰ 「いわての高校魅力化グランドデザイン for 2031」の策定にあたって 

１ 高等学校の特色化・魅力化の必要性 

今日、高等学校への進学率は 99％に達し、高等学校には入学動機、進路希望、学習経験

など様々な背景を持つ生徒が入学している現状を踏まえ、高等学校においては、大学進学

や就職のみを目標とすることなく、高校生の学習意欲を喚起し、新たなことを学び、挑戦

する意欲を育むための学びが求められている。また、社会が劇的に変化し続け、予測困難

な時代を迎えつつあることを踏まえ、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗

り越え、豊かな人生を切り拓いていく持続可能な社会の創り手を育成することが必要で

ある。 

これらの実現に向けて、生徒の可能性及び能力を最大限に伸長するため、各高等学校の

特色化・魅力化に向けた取組が不可欠となる。 

２ 本県の取組 

  本県ではこれまでも「いわて県民計画（2019～2028）」や「岩手県教育振興計画」のも

と、地域や関係機関と連携し、郷土に誇りと愛着を持つ心を育み、岩手で、世界で活躍す

る人材の育成に取り組んでいるところであり、令和２年度からは小規模校を対象とした

「高校の魅力化促進事業」を実施し、地域や関係機関とともに魅力ある学校づくりを推進

してきたところである。今後、高等学校に求められる学びを実現するためには、すべての

県立高等学校において特色・魅力ある教育活動を実践することが必要となる。 

３ グランドデザインについて 

令和３年１月に示された中央教育審議会答申において、設置者に各高等学校の存在意

義・社会的役割等の明確化(スクール・ミッションの再定義）を行うことが示された。ま

た、各学校はスクール・ミッションに基づき、高等学校学習指導要領に定めるところによ

り育成を目指す資質・能力に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する方針並びに入

学者の受け入れに関する方針を策定、公表することが示された。 

県教育委員会では、スクール・ミッションについては、特色・魅力ある学校づくりの推

進に資するよう、今後の県立高等学校の在り方、取組の連携先の枠組み及び教育課程の特

色化の例等を「いわての高校教育魅力化グランドデザイン for 2031」として定め、各学

校の三つの方針（スクール・ポリシー）の策定における指針を示すこととしたものである。 
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４ グランドデザイン策定の背景 

（１）国（文部科学省）の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）県・県教育委員会による各種計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「高等学校学習指導要領（平成 30年告示）」(2022.4実施) 

 ・「社会に開かれた教育課程」の実現 

・各学校におけるカリキュラム・マネジメントの実現 

中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」(2021.1) 

(新時代に対応した高等学校教育等の在り方について) 

(2)①各高等学校の存在意義・社会的役割等の明確化 

(スクール・ミッションの再定義） 

②各高等学校の入口から出口までの教育活動の指針の策定 

(スクール・ポリシーの策定） 

③「普通教育を主とする学科」の弾力化・大綱化(普通科改革) 

④産業界と一体となって地域産業界を支える革新的職業人材の育成 

(専門学科改革） 

⑤新しい時代にこそ求められる総合学科における学びの推進 

⑥高等教育機関や地域社会等の関係機関と連携・協働した高度な学びの提供 

いわて県民計画(2019～2028) 

○地域に貢献する人材の育成 

・ふるさとを愛し、社会に貢献する意識の醸成 

・教育機関や地元企業などの関係機関と連携した人材の育成 

・産学官が一体となった次代の産業を担うグローカル人材の育成 

○文化芸術・スポーツを担う人材の育成 

・文化芸術活動を担う人材育成や競技力の向上 

○高等教育機関と連携した地域づくり・人づくりの推進 

  ・高等教育機関等と連携した高い専門性と教養を備えた人材の育成及び地元定 

着に向けた取組の推進 

第２期岩手県ふるさと振興総合戦略 

 ○ふるさとの未来を担う人づくり戦略 
 

岩手県教育振興計画（2020.3）（取組の視点） 

○岩手だからこそできる教育、やるべき教育の推進 

○郷土に誇りと愛着を持つ心を育み、岩手で、世界で活躍する人材を育成 

○学びの場の復興の更なる推進 
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（３）義務教育とのつながり 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ グランドデザインの方向性 

１ いわての高校魅力化グランドデザイン for 2031の理念 

   

 

  

各高等学校において育成を目指す資質・能力を具体化し、特色・魅力ある教育活動を実践

するにあたって、「社会に開かれた教育課程の実現」の理念のもと、地域の実情や在籍す

る生徒の実態に基づいて各高等学校に期待される役割を踏まえ、地域社会、地元行政機

関、大学及び企業等の魅力化協働パートナーとともに、特色ある教育課程、教育活動を検

討していくこととなる。 

また、「総合的な探究の時間」において、探究や各教科の見方・考え方を働かせ、横断

的・総合的な学習を行うことを通して、自己の在り方生き方を考えながら、よりよく課題

を発見し、解決していくための資質・能力を育成することが目標となる。加えて、その探

究のプロセスにおいて学習した内容が自己の在り方生き方につながるという実感を持つ

ことで、学習意欲を引き出すとともに、生徒同士や地域内外の方々など多様な他者と協

魅力化協働パートナー※１とともに 特色ある教育課程を通じて 多様な生徒の学習

意欲を喚起しながら可能性及び能力を最大限に伸長する 質の高い いわての高校

教育 

新たな県立高等学校再編計画後期計画（2021.5） 

（基本的な考え方） 

○生徒の希望する進路の実現 

  ・生徒が自ら希望する進路を実現できる教育環境の整備 

○地域や地域産業を担う人材づくり 

  ・生徒が自己の興味・関心に基づき、地域の社会情勢や産業振興の動向等を踏ま 

え、学ぶことができる教育環境の整備 

義務教育の実践 

○いわての復興教育 

○いわてのキャリア教育 

○地域や家庭と連携・協働して進める学校づくり 

○総合的な学習の時間 

○多様な体験活動 

○ＩＣＴの活用 
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働的な学びを進めることで、他者を価値ある存在として認めることに加え、自分の考え

を他者と共有することによる自己有用感の醸成にもつながるものと考えられる。 

２ 全校共通の視点 

各高等学校が特色・魅力ある教育活動を立案、実践する上で、以下の共通の視点を踏ま

えることが求められる。 

 

 

 

 

 

（１）主体的・協働的・探究的な学び 

  ・主体的な学び 

学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら、見通

しを持って粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる学び。 

  ・協働的な学び 

   生徒同士や多様な他者と協働しながら自己の考えを広げ深める学び。直接対面するだ

けでなく、ＩＣＴ機器を活用することで国や地域等の枠組みを越えた交流による、自

己の考えを深める取組なども考えられる。 

・探究的な学び 

   各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、知識を相互に関連付けて

より深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見いだして解決策を

考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに向かう学び。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

○主体的・協働的・探究的な学び 

○ＳＤＧｓ※２・グローカル※３・教科等横断・越境（国や地域） 

○いわての復興教育（いきる・かかわる・そなえる） 

○就職や進学等生徒の希望する進路の実現 

 

※１ 魅力化協働パートナー 

   学校運営協議会やコンソーシアムの一員として、学校と連携・協働し、特色化・魅力化を進める関係機関・団体 

及び個人。 

※２ ＳＤＧｓ 

   持続可能な開発目標（SDGｓ：Sustainable Development Goals）。2030年までに持続可能でよりよい世界を目指

す国際目標。 

※３ グローカル 

   グローバル（global）とローカル（local）をかけ合わせた語で、国境を越えた地球規模の視野と、草の根の地

域の視点で、様々な問題を捉えていこうとする考え方。 
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（２）ＳＤＧｓ・グローカル・教科等横断・越境（国や地域） 

現代の諸課題を考察する上でＳＤＧｓやグローカルは重要な視点であるが、これらは

各教科・科目の学習に加え、各教科・科目の学習を通じて身に付けた見方・考え方を教

科等横断の取組により相互に関連付けながら活用することで、ＳＤＧｓやグローカルに

対する理解が促進されるとともに、現代の諸課題の解決につなげることも可能となる。

また、自分の身の回りの地域の課題を考察する取組においても、国や地域を越えた越境

の視点をもつことで、現状にとどまらず、より広く、深い考察へとつなげ、予測困難な

時代を生き抜く力を育成することにつながる。 

（３）いわての復興教育（いきる・かかわる・そなえる） 

   各高等学校は従前から「いわての復興教育」を学校経営の柱の一つに位置付けてきた

ところであるが、引き続き、家庭・地域と連携し、「いきる」「かかわる」「そなえる」

の３つの教育的価値を育てることに取り組むことを通じて、郷土を愛し、その復興・発

展を支える人材を育成することが期待される。 

 

Ⅲ 各高等学校における具体の取組 

１ 各高等学校に期待される役割・魅力化協働パートナーの検討 

学びが多様化する中で、教育活動を一層充実させるためには、地元自治体、企業、研究

機関との連携は重要であり、連携先により、その高等学校の特色や魅力が明確になること

から、グランドデザインでは連携先により「地域連携」「学術・国際連携」「産学連携」の

３つの枠組みを設定したところである。 

各高等学校ではスクール・ポリシーを策定・実現していくに当たって、これらの枠組み

をそれぞれ意識しながら連携先と協働し、学校の特色化・魅力化を進めるものとする。 

（１）地域連携 

  ア 各高等学校に期待される役割 

   ○ 地域を支える人材の育成など、地方創生において重要な役割を担うことが期待さ

れる普通科等を設置する高校 

○ 生徒の多様な進路希望に対応できるように地域資源の活用による各系列の教育

内容の充実が期待される総合学科を設置する高校 

  イ 魅力化協働パートナー 

    地域の行政機関、事業者、地域活性化に取り組む機関・団体及び個人 

（２）学術・国際連携 

  ア 各高等学校に期待される役割
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   ○ 様々な分野の専門人材やグローバル人材等の育成を含め、生徒の多様な進路希望

に応じた教育内容の充実が期待される普通科や理数科等を設置する高校 

   ○ 体育、音楽、美術、外国語、国際関係等、特色ある教育内容の充実が期待される

学科・学系を設置する高校 

  イ 魅力化協働パートナー 

    大学等、国の機関又は国際機関、国際的な活動に取り組む機関・団体及び個人 

（３）産学連携 

  ア 各高等学校に期待される役割 

   ○ 本県産業の振興を担う人材の育成に向けて、多様な専門分野（農業、工業、商業、

水産、家庭、福祉等）における教育内容の充実が期待される専門学科・総合学科を

設置する高校 

  イ 魅力化協働パートナー 

    企業、産業技術研究機関、産業振興に取り組む機関・団体及び個人 

 

２ 教育課程の特色化の検討 

  １で示した３つの枠組みを意識しながら、連携先と協働してスクール・ポリシーを策定

することとなるが、特に教育課程の特色化（カリキュラム・ポリシー等）を検討する場合

には、新学習指導要領において、各教科・科目の見方・考え方を総合的に活用する教科と

して「総合的な探究の時間」が設定されるなど、探究的な学びが重視されることから、す

べての学校において探究活動を教育課程の特色化の一つとして位置付けることが期待さ

れる。なお、以下に示すものはあくまで例であり、各学校の特色に応じてこの他の探究活

動に取り組んだり、複数を組み合わせたりすることも考えられる。また、課程、学科、系

列ごとに策定することも差し支えない。 

（１）地域連携 

  ア 地域課題探究  

現在及び将来の地域社会が抱える課題や地域の魅力に着目し、地域課題の解決に

向けて、地域人材との連携・協働や地域資源の活用等により、実践的・探究的な学

びを推進 

  イ グローカル探究 

    現代的な諸課題のうち、現在及び将来の地域社会が有する課題等をより広範な視点

から探究的に取り組む学びを推進
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（２）学術・国際連携 

  ア 学際融合探究 

    文理の枠を超えて、学際的・複合的な学問分野や新たな学問領域に即した最先端の

特色・魅力ある学びを推進 

  イ 国際融合探究 

    グローバルな視点で各分野の学びを深化させ、国際的な機関等と連携してローカル

とグローバルを融合させた学びを推進 

（３）産学連携 

  ア 先進技術探究 

    IoT※４や AI 等、Society5.0※５の到来を視野に入れて、各分野において絶えず進化

する専門知識・技能を実践的なものづくり教育を通じて習得し、持続可能な産業の

発展に寄与する人材育成に向けた学びを推進 

  イ 地域産業探究 

地域の産業機関と連携・協働しつつ、地域や地域産業の抱える課題解決に向けて、

生徒や地域の実態に応じた実践的・探究的な学びを推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※４ IoT 

   ≪Internet of Things≫あらゆる物がインターネットを通じてつながることによって実現する新たなサービス、

ビジネスモデル、またはそれを可能とする要素技術の総称。 

※５ Society5.0 

   サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会

的課題の解決を両立する、人間社会中心の社会。 
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３ （普通科）学科名変更の検討 

  令和３年３月 31日に高等学校教育改革の推進に向けた省令等の公布※６が行われ、高等

学校における「普通教育を主とする学科」について、「地域社会に関する学科及び学際領

域に関する学科の設置を可能とする、普通科の弾力化※７」が示されたところである。地域

連携を選択した高校においては「地域社会に関する学科（地域探究科等）」への移行や、

学術・国際連携を選択した高校においては「学際領域に関する学科（学際探究科等）」へ

の移行について、必要に応じて検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※６ 高等学校教育改革の推進に向けた省令等の公布 

   以下の３つを指す。 

・学校教育法施行規則等の一部を改正する省令（令和３年文部科学省令第 14号） 

・高等学校学習指導要領の一部を改正する告示（令和３年文部科学省告示第 61号） 

・中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件及び連携型中学校 

及び連携型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件の一部を改正する告示（令和３年文部科学省告示第 

62号）  

※７ 普通科の弾力化 

   「地域社会に関する学科」「学際領域に関する学科」に移行した場合に以下のようなものが求められる。 

・学際では大学等、地域では地域の行政機関等との連携協力体制を構築する。 

・学際及び地域に関する学料は、連絡調整を行う職員（いわゆる「コーディネーター」）の配置、その他の措置 

を講ずるように努める。 

・学際及び地域に関する学料は学校設定科目 2単位を設け、総合的な探究の時間と併せて 6単位以上を履修す 

る。 
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４ スクール・ポリシーを踏まえた選択的導入の検討 

  前述の「１ 各学校に期待される役割・魅力化協働パートナーの検討」、「２ 教育課程

の特色化の検討」を行いながらスクール・ポリシーを各高等学校が設定するが、その際以

下の導入について併せて検討を行う。 

（１）遠隔教育 

（２）県外受入れ 

（３）通級指導 

（４）単位制 

（５）スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）※８ 

（６）ＷＷＬ（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシアム構築支援事業※９ 

（７）デュアルシステム※10 

（８）学科・学系協働体制 

（９）マイスター・ハイスクール※11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※８ スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ） 

   文部科学省から指定を受け、科学技術系人材の育成のため、各学校で作成した計画に基づき、独自のカリキュ 

ラムによる授業や、大学・研究機関などとの連携、地域の特色を生かした課題研究など様々な取組を行う。 

※９ ＷＷＬ（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシアム構築支援事業 

   文部科学省から指定を受け、将来、世界で活躍できるイノベーティブなグローバル人材を育成するため、高等

学校等の先進的なカリキュラムの研究開発・実践と持続可能な取組とするための体制整備をしながら、高等学

校等と国内外の大学、企業、国際機関等が協働し、テーマを通じた高校生国際会議の開催等、高校生へ高度な

学びを提供する仕組み（ＡＬネットワーク）の形成を目指す取組。 

※10 デュアルシステム 

   学校と企業が一緒になって生徒を育成する職業教育。インターンシップよりも長い期間で就業訓練を行う取組。 

※11 マイスター・ハイスクール 

文部科学省から指定を受け、職業教育を主とする学科を置く高等学校等と成長産業化に向けた革新を図る産業

界等が一体・同期化し、地域の持続的な成長を牽引するための、絶えず進化する最先端の職業人材育成システ

ムを構築し、成果モデルを示すことで、全国各地で地域特性を踏まえた取組を加速化させることを目指す。こ

の趣旨の達成のため、専門高校等と産業界、地方公共団体が一体となって最先端の職業人材育成システムを構

築するとともに、上記趣旨の達成に必要な専門高校等の職業人材育成にかかる教育課程等の改善に資する実証

的資料を得るための研究開発を行う取組。 
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Ⅳ スクール・ポリシーの策定・運営方針 

  スクール・ミッションを受け、各高等学校においてスクール・ポリシーを策定し、学校

を運営していくこととなるが、その方針を以下に示す。 

１ 「地域連携」「学術・国際連携」「産学連携」の３つの枠組みをそれぞれ意識しながら

スクール・ポリシーを策定すること。 

２ 探究的な学びを特色化の一つとして位置付けること。  

３ 「いわての高校魅力化グランドデザイン for 2031」に基づいて令和４年度中に策定・

公表すること（令和５年度入学者の多様な進路選択の観点から、７月頃までの策定が望

ましい）。     

４ 魅力化協働パートナーを構成員に加えた協議会（学校運営協議会を含む）において検

討・協議し策定すること。 

５ 2022（令和４）年度から始まる新学習指導要領を念頭に置き、2031年までを期間とし

て策定することとし、必要に応じて見直しを行うこと。            

６ 併置校については、課程や学科ごとに策定することも構わないこと。  

７ 協議会等においてスクール・ポリシーの評価・検証を定期的に行うこと（現在実施し

ている学校評価等と一体的に行うことにより、新たな負担が生じないよう留意するこ

と）。 

８ スクール・ポリシー策定後は、スクール・ポリシーを踏まえて学校経営計画等各種計

画を作成することにより、一体的な学校経営・運営を図ること。 

９ スクール・ポリシー策定の要領は別に定める。 
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進
 

文
理
の
枠
を
超
え
て
、
学
際
的
・
複
合
的
な
学
問
分
野
や
新
た
な
学
問
領
域
に
即
し
た
最
先

端
の
特
色
・
魅
力
あ
る
学
び
を
推
進

 

「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成

30
年
告
示
）」
（

20
22
.4

実
施
）

 
 
・「

社
会
に
開
か
れ
た
教
育
課
程
」
の
実
現

 

・
各
学
校
に
お
け
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
現
 

中
央
教
育
審
議
会
答
申
「『

令
和
の
日
本
型
学
校
教
育
』
の
構
築
を
目
指
し
て
」（

20
21

.1
）
 

（
新
時
代
に
対
応
し
た
高
等
学
校
教
育
等
の
在
り
方
に
つ
い
て
）

 

（
２
）
①
各
高
等
学
校
の
存
在
意
義
・
社
会
的
役
割
等
の
明
確
化
（
ス
ク
ー
ル
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
再
定
義
）
 

②
各
高
等
学
校
の
入
口
か
ら
出
口
ま
で
の
教
育
活
動
の
指
針
の
策
定
（
ス
ク
ー
ル
・
ポ
リ
シ
ー
の
策
定
） 

③
「
普
通
教
育
を
主
と
す
る
学
科
」
の
弾
力
化
・
大
綱
化
（
普
通
科
改
革
）
 

④
産
業
界
と
一
体
と
な
っ
て
地
域
産
業
界
を
支
え
る
革
新
的
職
業
人
材
の
育
成
（
専
門
学
科
改
革
）
 

 
 
⑤
新
し
い
時
代
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
総
合
学
科
に
お
け
る
学
び
の
推
進

 

⑥
高
等
教
育
機
関
や
地
域
社
会
等
の
関
係
機
関
と
連
携
・
協
働
し
た
高
度
な
学
び
の
提
供

 

い
わ
て
県
民
計
画
(2

01
9～

20
28

) 
○
地
域
に
貢
献
す
る
人
材
の
育
成

 
・
ふ
る
さ
と
を
愛
し
、
社
会
に
貢
献
す
る
意
識
の
醸
成
 

・
教
育
機
関
や
地
元
企
業
な
ど
の
関
係
機
関
と
連
携
し
た
人
材
の
育
成
 

・
産
学
官
が
一
体
と
な
っ
た
次
代
の
産
業
を
担
う
グ
ロ
ー
カ
ル
人
材
の

育
成
 

○
文
化
芸
術
・
ス
ポ
ー
ツ
を
担
う
人
材
の
育
成

 
 
・
文
化
芸
術
活
動
を
担
う
人
材
育
成
や
競
技
力
の
向
上

 
○
高
等
教
育
機
関
と
連
携
し
た
地
域
づ
く
り
・
人
づ
く
り
の
推
進

 
 
・
高
等
教
育
機
関
等
と
連
携
し
た
高
い
専
門
性
と
教
養
を
備
え
た
人
材

の
育
成
及
び
地
元
定
着
に
向
け
た
取
組
の
推
進

 
第
２
期
岩
手
県
ふ
る
さ
と
振
興
総
合
戦
略
 

 
○
ふ
る
さ
と
の
未
来
を
担
う
人
づ
く
り
戦
略

 
 

１
 
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
策
定
の
背
景
 

２
 
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
の
方
向
性

 

学
際
融
合
探
究

 

先
進
技
術
探
究
 

Io
T
や

AI
等
、
So

c
ie
t
y
5.
0
の
到
来
を
視
野
に
入
れ
て
、
各
分
野
に
お
い
て
絶
え
ず
進
化
す
る
専
門
知

識
・
技
能
を
実
践
的
な
も
の
づ
く
り
教
育
を
通
じ
て
習
得
し
、
持
続
可
能
な
産
業
の
発
展
に
寄
与
す
る
人

材
育
成
に
向
け
た
学
び
を
推
進
 

地
域
課
題
探
究
 

現
在
及
び
将
来
の
地
域
社
会
が
抱
え
る
課
題
や
地
域
の
魅
力
に
着
目
し
、
地
域
課
題
の
解

決
に
向
け
て
、
地
域
人
材
と
の
連
携
・
協
働
や
地
域
資
源
の
活
用
等
に
よ
り
、
実
践
的
・
探

究
的
な
学
び
を
推
進
 

 

地
域
産
業
探
究
 

地
域
の
産
業
機
関
と
連
携
・
協
働
し
つ
つ
、
地
域
や
地
域
産
業
の
抱
え
る
課
題
解
決
に
向
け
て
、
生
徒
や
地

域
の
実
態
に
応
じ
た
実
践
的
・
探
究
的
な
学
び
を
推
進
 

国
（
文
部
科
学
省
）
の
動
向
 

県
・
県
教
育
委
員
会
に
よ
る
各
種
計
画
 

岩
手
県
教
育
振
興
計
画
 

（
2
0
2
0.
3）

 
（
取
組
の
視
点
）
 

○
岩

手
だ

か
ら

こ
そ

で
き

る
教
育

、
や
る
べ
き
教
育

の
推
進
 

○
郷

土
に

誇
り

と
愛

着
を

持
つ
心
を
育
み
、
岩
手
で
、

世
界
で

活
躍
す
る
人
材
を

育
成

 

○
学

び
の

場
の

復
興

の
更

な
る
推
進
 

新
た

な
県

立
高

等
学

校
再

編
計

画
後
期
計
画
（

2
0
2
1.
5）

 
（
基
本
的
な
考
え
方
）
 

○
生
徒
の
希
望
す
る
進
路
の
実
現

 

 
・
生
徒
が
自
ら
希
望
す
る
進
路
を
実

現
で
き
る
教
育
環
境
の
整
備

 

○
地

域
や

地
域

産
業

を
担

う
人

材
づ

く
り

 

 
・
生
徒
が
自
己
の
興
味
・
関
心
に
基

づ
き
、
地
域
の
社
会
情
勢
や
産
業

振
興
の
動
向
等
を
踏
ま
え
、
学
ぶ

こ
と
が
で
き
る
教
育
環
境
の
整
備

 

ス
ク
ー
ル
・
ポ
リ
シ
ー
を
 

踏
ま
え
た
選
択
的
導
入
 

 

単 位 制 

Ｗ Ｗ Ｌ 

デ ュ ア ル シ ス テ ム 

学 科 ・ 学 系 協 働 体 制 

通 級 指 導 

遠 隔 教 育 

県 外 受 入 れ 

○
 

様
々

な
分

野
の

専
門

人
材

や
グ

ロ
ー

バ
ル

人
材
等
の
育
成
を
含
め
、
生
徒
の
多
様
な
進
路

希
望
に
応
じ
た
教
育
内
容
の
充
実
が
期
待
さ
れ

る
普
通
科
や
理
数
科
等
を
設
置
す
る
高
校
 

○
 
体
育
、
音
楽
、
美
術
、
外
国
語
、
国
際
関
係

等
、
特
色
あ
る
教
育
内
容
の
充
実
が
期
待
さ
れ

る
学
科
・
学
系
を
設
置
す
る
高
校
 

各
高
等
学
校
に
期
待
さ
れ
る
役
割
 

○ 就 職 や 進 学 等 生 徒 の 希 望 す る 進 路 の 実 現 

○ い わ て の 復 興 教 育 （ い き る ・ か か わ る ・ そ な え る ） 

○ Ｓ Ｄ Ｇ ｓ ・ グ ロ ー カ ル ・ 教 科 等 横 断 ・ 越 境 （ 国 や 地 域 ） 

○ 主 体 的 ・ 協 働 的 ・ 探 究 的 な 学 び 

○
 
本
県
産
業
の
振
興
を
担
う
人
材
の
育
成
に
向

け
て
、
多
様
な
専
門
分
野
（
農
業
、
工
業
、
商
業
、

水
産
、
家
庭
、
福
祉
等
）
に
お
け
る
教
育
内
容
の

充
実
が
期
待
さ
れ
る
専
門
学
科
・
総
合
学
科
を
設

置
す
る
高
校
 

○
 
地
域
を
支
え
る
人
材
の
育
成
な
ど
、
地
方
創

生
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
普
通
科
等
を
設
置
す
る
高
校
 

○
 
生
徒
の
多
様
な
進
路
希
望
に
対
応
で
き
る
よ

う
に
地
域
資
源
の
活
用
に
よ
る
各
系
列
の
教
育

内
容
の
充
実
が
期
待
さ
れ
る
総
合
学
科
を
設
置

す
る
高
校
 

 
 

３
 
ス
ク
ー
ル
・
ポ
リ
シ
ー
の
策
定
・
運
営
方
針
 

①
上
記
３
つ
の
枠
組
み
を
そ
れ
ぞ
れ
意
識
し
な
が
ら
ス
ク
ー
ル
・
ポ
リ
シ
ー
を
策
定
す
る
こ
と
。

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
⑤
20

31
年
ま
で
を
期
間
と
し
て
策
定
す
る
こ
と
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
見
直
し
を
行
う
こ
と
。
 

②
探
究
的
な
学
び
を
特
色
化
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
。
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
⑥
併
置
校
に
つ
い
て
は
、
課
程
や
学
科
ご
と
に
策
定
す
る
こ
と
も
構
わ
な
い
こ
と
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

③
高
校
魅
力
化
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
（
ス
ク
ー
ル
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
）
に
基
づ
い
て
令
和
４
年
度
中
に
策
定
・
公
表
す
る
こ
と
。

 
 
 
 
 
⑦
協
議
会
等
に
お
い
て
ス
ク
ー
ル
・
ポ
リ
シ
ー
の
評
価
・
検
証
を
定
期
的
に
行
う
こ
と
。

 
 

④
魅
力
化
協
働
パ
ー
ト
ナ
ー
を
構
成
員
に
加
え
た
協
議
会
（
学
校
運
営
協
議
会
を
含
む
）
に
お
い
て
検
討
・
協
議
し
策
定
す
る
こ
と
。
 
 
⑧
ス
ク
ー
ル
・
ポ
リ
シ
ー
策
定
後
は
、
ス
ク
ー
ル
・
ポ
リ
シ
ー
を
踏
ま
え
て
学
校
経
営
計
画
等
各
種
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
。
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

マ イ ス タ ー ・ ハ イ ス ク ー ル 

Ｓ Ｓ Ｈ 

魅
力
化
協
働
 

パ
ー
ト
ナ
ー
 

教
育
課
程
の
特
色
化
の
例
 

（
こ
の
他
に
も
学
校
の
特
色
に
応
じ
て
多
様
な
探
究
活
動
が
可
能
）
 

全
校
共
通

の
視
点
 

魅
力
化
協
働
パ
ー
ト
ナ
ー
と
と
も
に

 
特
色
あ
る
教
育
課
程
を
通
じ
て

 
多
様
な
生
徒
の
学
習
意
欲
を
喚
起
し
な
が
ら
可
能
性
及
び
能
力
を
最
大
限
に
伸
長
す
る

 
質
の
高
い

 
い
わ
て
の
高
校
教
育
 

グ
ロ
ー
カ
ル
探
究
 
現
代
的
な
諸
課
題
の
う
ち
、
現
在
及
び
将
来
の
地
域
社
会
が
有
す
る
課
題
等
を

よ
り
広
範

な
視
点
か
ら
探
究
的
に
取
り
組
む
学
び
を
推
進
 

必
要

に
応

じ
て

地
域

探
究

科
へ

の
移

行
も

検
討
 

 

必
要

に
応

じ
て

学
際

探
究

科
へ

の
移

行
も

検
討
 

 

義
務
教
育
と
の
つ
な
が
り
 

特
色
あ
る
高
校
教
育
の
実
現

 

○
い
わ
て
の
復
興
教
育

 

○
い
わ
て
の
キ
ャ
リ
ア
教
育

 

○
地
域
や
家
庭
と
連
携
・
協
働

し
て
進
め
る
学
校
づ
く
り

 

○
総
合
的
な
学
習
の
時
間

 

○
多
様
な
体
験
活
動

 

○
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用

 

義
務
教
育
の
実
践

 

事 3-15 



 











議 16－1 

議案第16号 

   岩手県立高等学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

 岩手県立高等学校の管理運営に関する規則（昭和32年岩手県教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第１ 高等学校の全日制の課程、定時制の課程及び通信制

の課程の学級編制（第３条関係） 

別表第１ 高等学校の全日制の課程、定時制の課程及び通信制

の課程の学級編制（第３条関係） 

  
学校名 区分 

全日制の課程 定時制の課程 通信制の課程     
学校名 区分 

全日制の課程 定時制の課程 通信制の課程   

  学科名 学級数 学科名 学級数 学科名 学級数     学科名 学級数 学科名 学級数 学科名 学級数   

   ［略］      ［略］   

  岩手県

立盛岡

北高等

学校 

 普通科 16  ［略］      岩手県

立盛岡

北高等

学校 

  普通科 15  ［略］    

  ［略］    ［略］  

  岩手県

立紫波

総合高

等学校 

  総合学

科 

13  ［略］       岩手県

立紫波

総合高

等学校 

  総合学

科 

12  ［略］     

   ［略］      ［略］   

  岩手県

立北上

翔南高

等学校 

  総合学

科 

16  ［略］       岩手県

立北上

翔南高

等学校 

  総合学

科 

15  ［略］     

   ［略］      ［略］   

  岩手県

立金ケ

崎高等

学校 

  普通科 ７  ［略］     岩手県

立金ケ

崎高等

学校 

  普通科 ６  ［略］     

  岩手県

立岩谷

堂高等

学校 

  総合学

科 

12  ［略］  岩手県

立岩谷

堂高等

学校 

  総合学

科 

11  ［略］     

  岩手県

立一関

第一高

等学校 

  普通科 

［略］ 

13 

［略］ 

 ［略］       岩手県

立一関

第一高

等学校 

  普通科 

［略］ 

12 

［略］ 

 ［略］     

   ［略］     ［略］    

 岩手県

立一関

工業高

 電気科 

電気電

子科 

１ 

２ 

 

 ［略］    岩手県

立一関

工業高

  

電気電

子科 

 

３ 

 

 ［略］   



議 16－2 

等学校 電子科 

電子機

械科 

［略］ 

１ 

３ 

 

［略］ 

等学校  

電子機

械科 

［略］ 

 

３ 

 

［略］ 

   ［略］      ［略］   

  岩手県

立高田

高等学

校 

  普通科 

［略］ 

10 

［略］ 

 ［略］      岩手県

立高田

高等学

校 

  普通科 

［略］ 

９ 

［略］ 

 ［略］     

   ［略］      ［略］   

  岩手県

立釜石

高等学

校 

  普通科 

［略］ 

10 

［略］ 

 ［略］      岩手県

立釜石

高等学

校 

  普通科 

［略］ 

９ 

［略］ 

 ［略］     

   ［略］      ［略］   

  岩手県

立山田

高等学 

  普通科 ４  ［略］       岩手県

立山田

高等学 

 普通科 ３  ［略］     

  校               校             

  岩手県

立宮古

高等学 

  普通科 16  ［略］       岩手県

立宮古

高等学 

 普通科 15  ［略］     

  校               校             

   ［略］      ［略］   

  岩手県

立宮古

商工高

等学校 

 

 機械科 

機械シ

ステム

科 

電気電

子科 

電気シ

ステム

科 

建築設

備科 

商業科 

総合ビ

ジネス

科 

流通経 

１ 

２ 

 

 

１ 

 

２ 

 

 

１ 

 

１ 

２ 

 

 

１ 

 ［略］     岩手県

立宮古

商工高

等学校 

  

機械シ

ステム

科 

 

 

電気シ

ステム

科 

 

 

 

総合ビ

ジネス

科 

 

３ 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 ３ 

 

 ［略］  
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   済科 

流通ビ

ジネス

科 

会計科 

情報科 

情報ビ

ジネス

科 

 

２ 

 

 

１ 

１ 

２ 

  

  

     

流通ビ

ジネス

科 

 

 

情報ビ

ジネス

科 

 

３ 

 

 

 

 

３ 

  

  

  

   ［略］      ［略］   

備考１ ［略］ 

   ２ 岩手県立一関工業高等学校の電気科及び電子科並

びに岩手県立宮古商工高等学校の機械科、電気電子

科、建築設備科、商業科、流通経済科、会計科及び

情報科については、令和２年度以後の入学に係る生

徒の募集を停止する。 

備考 ［略］ 

 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

  令和３年10月25日提出 

岩手県教育委員会教育長 佐 藤   博  

 理由 

 岩手県立学校設置条例の一部改正に伴い、県立高等学校の学科の廃止について所要の改正をするとともに、県立高等学校の学級

数について定めようとするものである。これが、この規則案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議 16－4 

 



議 16－5 

 

岩手県立高等学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則案について 

 

１ 改正の趣旨   

   岩手県立学校設置条例の一部改正に伴い、県立高等学校の学科の廃止につ

いて所要の改正をするとともに、県立高等学校の学級数について定めようと

するもの。 

 

２ 規則案の内容 

 (１)県立高等学校の学科の廃止に伴い、次のとおり削ること。（別表第１関係） 

学校名 区 分 課 程 学科名 学級数 

岩手県立一関工業高等学校  全日制 

全日制 

電気科 

電子科 

１ 

１ 

岩手県立宮古商工高等学校  全日制 

全日制 

全日制 

全日制 

全日制 

全日制 

全日制 

機械科 

電気電子科 

建築設備科 

商業科 

流通経済科 

会計科 

情報科 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

 

 (２)県立高等学校の学級数を次のとおり改めること。（別表第１関係） 

学校名 区 分 課 程 学科名 

学級数 

現

行 

改

正 

岩手県立盛岡北高等学校  全日制 普通科 16 15 

岩手県立紫波総合高等学校  全日制 総合学科 13 12 

岩手県立北上翔南高等学校  全日制 総合学科 16 15 

岩手県立金ケ崎高等学校  全日制 普通科 ７ ６ 

岩手県立岩谷堂高等学校  全日制 総合学科 12 11 

岩手県立一関第一高等学校  全日制 普通科 13 12 

岩手県立一関工業高等学校  全日制 電気電子科 ２ ３ 

岩手県立高田高等学校  全日制 普通科 10 ９ 

岩手県立釜石高等学校  全日制 普通科 10 ９ 

岩手県立山田高等学校  全日制 普通科 ４ ３ 

岩手県立宮古高等学校  全日制 普通科 16 15 



議 16－6 

 

岩手県立宮古商工高等学校  全日制 

全日制 

全日制 

全日制 

全日制 

機械システム科 

電気システム科 

総合ビジネス科 

流通ビジネス科 

情報ビジネス科 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

３ 

３ 

３ 

３ 

３ 

 

３ 施行期日 

  この規則は、令和４年４月１日から施行すること。（附則関係） 



議16－7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ４年 度 

 

県立学校の編制について 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩 手 県 教 育 委 員 会 

【参考資料１】 

議案第 16号関係 



議16－8 

Ⅰ 令和４年度 県立高等学校の編制について 

 １ 課程別・学科別募集学級数及び募集定員 

   令和４年度の課程別・学科別募集学級数及び募集定員の状況は、次の表のとおりである。 

 区          分 
募 集 学 級 数 募 集 定 員 

３年度 ４年度 差 ３年度 ４年度 差 

県 

立 

高 

等 

学 

校 

全 

日 

制 

普 通 科・理 数 科・体 育 科 129 129 ０ 5,160 5,160 ０ 

職業に関する学科 69 69 ０ 2,760 2,760 ０ 

総 合 学 科 26 25 ▲１ 1,040 1,000 ▲40 

小      計 224 223 ▲１ 8,960 8,920 ▲40 

定 

時 

制 

普 通 科 13 13 ０ 520 520 ０ 

職業に関する学科 1 1 ０ 40 40 ０ 

小      計 14 14 ０ 560 560 ０ 

合     計 238 237 ▲１ 9,520 9,480 ▲40 

 

 ２ ブロック別募集学級数増減 

令和４年度のブロック別募集学級数増減の状況は、次の表のとおりである。 

ﾌﾞﾛｯｸ 
募集学級数 

(全日制、定時制) 
学 校 名 

令和３年度設置学科
及び募集学級数 

令和４年度設置学科
及び募集学級数 

令和４年度学級数増減 

学  科 増 減 

盛岡 
７７→７７ 
(全 72､定 5) 

( 該 当 な し )      

岩手 
中部 

３７→３７ 
(全 37､定 0) 

( 該 当 な し )      

胆江 
２５→２４ 
(全 22､定 2) 岩 谷 堂 高 校 総 合  ４ 総 合  ３ 総  合  ▲1 

両磐 
２３→２３ 
(全 22､定 1) 

( 該 当 な し )      

気仙 
１４→１４ 
(全 13､定 1) 

( 該 当 な し )      

釜石・ 
遠野 

１６→１６ 
(全 15､定 1) 

( 該 当 な し )      

宮古 
１７→１７ 
(全 16､定 1) 

( 該 当 な し )      

久慈 
１６→１６ 
(全 14､定 2) 

( 該 当 な し )      

二戸 
１３→１３ 
(全 12､定 1) 

( 該 当 な し )      

合計 

２３８ 

→ 

２３７ 

(全 223，定 14) 

 普通 
普通・理数 
体育 
農業 
工業 
商業 
水産 
家庭 
総合 
定時制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

▲1 
 

計 ０ ▲1 



議16－9 

 ３ 学科改編 

   令和４年度における学科改編はない。 

 

 ４ 学校再編 

   令和４年度の再編を計画した高等学校はない。 

 

 ５ 年次進行に伴う県立高等学校の分校、課程及び学科の廃止 

   （岩手県立学校設置条例該当事項） 

 令和２年度から募集を停止しており、令和３年度をもって令和元年度入学生が卒業する学科につい

て、令和４年度に廃止するものである。 

ブロック 

(位置) 

学 校 名 

（課程） 

設置学科 (学級数) 

R1 R2～R3 R4 

両 磐 

(一関市) 

一関工業高校 

（全日制） 

電 気 科 (1) 

 

電 子 科 (1) 

電子機械科 (1) 

土 木 科 (1) 

電 気 科 (1) 

電気電子科 (1) 

電 子 科 (1) 

電子機械科 (1) 

土 木 科 (1) 

 

電気電子科 (1) 

 

電子機械科 (1) 

土 木 科 (1) 

宮 古 

(宮古市) 

宮古商工高校 

（全日制） 

［旧・宮古工業高校］ 

機 械 科 (1) 

 

電気電子科 (1) 

 

建築設備科 (1) 

 

機 械 科 (1) 

機械システム科 (1) 

電気電子科 (1) 

電気システム科 (1) 

建築設備科 (1) 

 

 

機械システム科 (1) 

 

電気システム科 (1) 

 

［旧・宮古商業高校］ 

商 業 科 (1) 

 

流通経済科 (1) 

 

会 計 科 (1) 

情 報 科 (1) 

 

 

商 業 科 (1) 

総合ビジネス科 (1) 

流通経済科 (1) 

流通ビジネス科 (1) 

会 計 科 (1) 

情 報 科 (1) 

情報ビジネス科 (1) 

 

 

総合ビジネス科 (1) 

 

流通ビジネス科 (1) 

 

 

情報ビジネス科 (1) 

 

 

 

Ⅱ 令和４年度 県立特別支援学校の編制について 

 

 令和４年度に、県立特別支援学校の課程及び学科の廃止はない。 

 

 

 



議16－10 

 

 

 



議16－11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ３年 度 

 

県立学校の編制について 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩 手 県 教 育 委 員 会 

【参考資料２】  

議案第 16号関係 



議16－12 

Ⅰ 令和３年度 県立高等学校の編制について 

 

 １ 課程別・学科別募集学級数及び募集定員 

   令和３年度の課程別・学科別募集学級数及び募集定員の状況は、次の表のとおりである。 
 

 区          分 
募 集 学 級 数 募 集 定 員 

２年度 ３年度 差 ２年度 ３年度 差 

県 

 

 

 

立 

全 

日 

制 

普 通 科・理 数 科 

体 育 科 
129 129 ０ 5,160 5,160 ０ 

職業に関する学科 69 69 ０ 2,760 2,760 ０ 

総 合 学 科 26 26 ０ 1,040 1,040 ０ 

小      計 224 224 ０ 8,960 8,960 ０ 

定 

時 

制 

普 通 科 13 13 ０ 520 520 ０ 

職業に関する学科 1 1 ０ 40 40 ０ 

小      計 14 14 ０ 560 560 ０ 

合          計 238 238 ０ 9,520 9,520 ０ 

 

 ２ ブロック別募集学級数増減 

   令和３年度における募集学級数の増減はない。 

 

 ３ 学科改編 

   令和３年度における学科改編はない。 

 

 ４ 学校再編 

   令和３年度の再編を計画した高等学校はない。 



議16－13 

 ５ 年次進行に伴う県立高等学校の分校、課程及び学科の廃止 

  （岩手県立学校設置条例該当事項） 
 

 令和元年度から募集を停止しており、令和２年度をもって平成 30年度入学生が卒業することから、

令和３年度に学科を廃止するものである。廃止状況は次表のとおりである。 

ﾌﾞﾛｯｸ 学校名 課程 学科名 位置 

気仙 大船渡東高校 全日制 
機 械 科 

電気電子科 
大船渡市 

宮古 宮古水産高校 全日制 
海洋技術科 

食品家政科 
宮 古 市 

 

 

Ⅱ 令和３年度 県立特別支援学校の編制について 

 

 令和３年度に、県立特別支援学校の課程及び学科の変更はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議16－14 

 

 



議16－15 

  

 

 

 

                            

 

 

   

 

令和２年度（2020年度） 

 

県立学校の編制について 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩 手 県 教 育 委 員 会 

 

 

  

【参考資料３】  

議案第 16号関係 



議16－16 

Ⅰ 令和２年度（2020年度） 県立高等学校の編制について 

 

１ 課程別・学科別募集学級数及び募集定員 

  令和２年度（2020 年度）の課程別・学科別募集学級数及び募集定員の状況は、次の表のとおりである。 

 区          分 

募 集 学 級 数 募 集 定 員 

平成 31 年度 

(2019年度) 

令和２年度 

(2020年度) 
差 

平成 31 年度 

(2019年度) 

令和２年度 

(2020年度) 
差 

県 

 

 

 

立 

全 

日 

制 

普 通 科・理 数 科 

体 育 科 
136 129 ▲7 5,440 5,160 ▲280 

職業に関する学科  72 69 ▲3 2,880 2,760 ▲120 

総 合 学 科 28 26 ▲2 1,120 1,040 ▲80 

小      計  236 224 ▲12 9,440 8,960 ▲480 

定 

時 

制 

普 通 科 13 13 0 520 520 0 

職業に関する学科  1 1 0 40 40 0 

小      計  14 14 0 560 560 0 

合          計 250 238 ▲12 10,000 9,520 ▲480 



議16－17 

２ ブロック別募集学級数増減 

令和２年度（2020年度）のブロック別募集学級数増減の状況は、次の表のとおりである。 

ﾌﾞﾛｯｸ 
等 

募集学級数 

（全日制・ 

定 時 制 ） 

学 校 名 
平成 31年度（2019
年度）設置学科及
び募集学級数 

令和２年度（2020
年度）設置学科及
び募集学級数 

令和２年度（2020年度）
学級数増減 

学  科 増 減 

盛岡 
７９→７７ 

(全 72､定 5) 

盛 岡 北 高 校 普  通  ６ 普  通  ５ 普  通  ▲１ 

紫波総合高校 総 合  ５ 総 合  ４ 総  合  ▲１ 

岩手 

中部 

３８→３７ 

(全 37､定 0) 
北上翔南高校 総  合  ６ 総  合  ５ 総  合  ▲１ 

胆江 
２６→２５ 

(全 23､定 2) 
金 ケ 崎 高 校 普  通  ３ 普 通  ２ 普  通  ▲１ 

両磐 
２５→２３ 

(全 22､定 1) 

一関第一高校 普通・理数  ６ 普通・理数  ５ 普通・理数  ▲１ 

一関工業高校 

電  気  １ 
 
電  子  １ 
電子機械  １ 
土  木  １ 

 
電気電子  １ 
 
電子機械  １ 
土 木  １ 

電  気 
電気電子 
電  子 

 
 

 
１ 

▲１ 
 

▲１ 

気仙 
１５→１４ 

(全 13､定 1) 
高 田 高 校  

普  通  ４ 

海洋システム １ 

普  通  ３ 

海洋システム １ 

普  通 

     

 ▲１ 

釜石・ 

遠野 

１７→１６ 

(全 15､定 1) 
釜 石 高 校  普通・理数  ５ 普通・理数  ４ 普通・理数  ▲１ 

宮古 
２１→１７ 

(全 16､定 1) 

山 田 高 校  普  通  ２ 普  通  １ 普  通  ▲１ 

宮 古 高 校  普  通  ６ 普  通  ５ 普  通  ▲１ 

宮古工業高校 
機  械  １ 
電気電子  １ 
建築設備  １ 

 
 
 

機  械 
電気電子 
建築設備 

 ▲１ 
▲１ 
▲１ 

宮古商業高校 

商  業  １ 
会  計  １ 
情  報  １ 
流通経済  １ 

 
 
 
 

商  業 
会  計 
情  報 
流通経済 

 

▲１ 
▲１ 
▲１ 
▲１ 

宮古商工高校  

機械システム １ 
電気システム １
総合ビジネス １ 
流通ビジネス １
情報ビジネス １ 

機械システム 
電気システム 
総合ビジネス 
流通ビジネス
情報ビジネス 

１ 
１ 
１ 
１ 
１ 

 

久慈 
１６→１６ 

(全 14､定 2) 

    

二戸 
１３→１３ 

(全 12､定 1) 

    

合計 

２５０ 

→ 

２３８ 

(全 224定 14) 

 普通 
普通・理数 
体育 
農業 
工業 
商業 
水産 
家庭 
総合 
定時制 

 
 
 
 
３ 
３ 
 

▲５ 
▲２ 

 
 

▲５ 
▲４ 

 
 

▲２ 
 

計 ６ ▲18 



議16－18 

３ 学科改編 

令和２年度（2020年度）の学科改編の状況は、次の表のとおりである。 

ﾌﾞﾛｯｸ 

等 
学 校 名 

平成 31年度（2019

年度）設置学科及

び募集学級数 

令和２年度（2020

年度）設置学科及

び募集学級数 

理 由 

両磐 

一関工業高校 電  気  １ 

 

電  子  １ 

電子機械  １ 

土  木  １ 

 

電気電子  １ 

 

電子機械  １ 

土  木  １ 

少子化による生徒減少に対応し、かつ

魅力ある学科構成とするため、生徒の進

路希望の動向、地域産業のニーズ及び社

会情勢の変化等を踏まえた学科改編を行

うものである。 

新たに設置する電気電子科は、電気科

と電子科の教育課程を引き継ぎ、「電気」

と「電子」の両方を学ぶことができる学

習内容とする。 
 

 

４ 学校再編 

新たな県立高等学校再編計画で、令和２年度（2020 年度）の改編を計画した県立高校の状況は、次

の表のとおりである。 

ﾌﾞﾛｯｸ 

等 
学 校 名 現 行 改編内容 改編の目的 

宮古 

宮古商工高校 宮古工業高校 

 機  械  １ 

 電気電子  １ 

 建築設備  １ 

宮古商業高校 

商  業  １ 

会  計  １ 

情  報  １ 

流通経済  １ 

【統合】 

宮古商工高校 

機械システム １ 

電気システム １ 

総合ビジネス １ 

流通ビジネス １ 

情報ビジネス １ 

 

望ましい学校規模を確保して学校全体

の教育環境を活力あるものとし、各学科

の専門性を維持できるよう、既存校舎の

施設を活用する校舎制により、工業、商

業に関する学科を併せ持つ専門高校とし

て、一層の充実を図るよう整備するもの

である。 

 
 

５ 年次進行に伴う県立高等学校の分校、課程及び学科の廃止 

平成 30年度から募集を停止しており、今年度をもって平成 29年度入学生が卒業することから、令和

２年度（2020 年度）に県立高等学校の学科を廃止するものである。廃止状況は、次の表のとおりであ

る。 

ﾌﾞﾛｯｸ等 学 校 名 課 程 学 科 名 位 置 

胆江 水沢農業高校 全日制 
環境工学         １ 
生活科学         １ 

奥州市 

釜石・ 
遠野 

釜石商工高校 全日制 電子機械         １ 釜石市 

 
 
Ⅱ 令和２年度 県立特別支援学校の編制について 
   令和２年度（2020年度）に県立特別支援学校の課程及び学科の廃止はない。 



 

 

議案第 17号 

    岩手県いじめ問題対策委員会委員の任命に関し議決を求めることについて 

次のとおり岩手県いじめ問題対策委員会委員の任命をすることについて、議決を求める。 

 任命（令和４年１月12日付） 

職   名   等 氏   名 

公立大学法人岩手県立大学 副学長 石 堂   淳 

国立大学法人岩手大学 教育学部 准教授 菊 地   洋 

弁護士 太 田 秀 栄 

弁護士 山 中 俊 介 

社団医療法人法成会 平和台病院 医師 伊 藤 欣 司 

岩手医科大学医学部神経精神科学講座 准教授 八 木 淳 子 

臨床心理士 髙 橋   昇 

臨床心理士 上 野 久仁子 

イーハトーブ地域包括支援センター 主任介護支援専門員 鈴 木 智 之 

社会福祉法人岩手県社会福祉協議会 地域福祉活動コーディネーター 川 崎 舞 美 

令和３年 10月 25日提出 

                     岩手県教育委員会教育長  佐 藤   博 

 

理由 

岩手県いじめ問題対策委員会委員の任命をしようとするものである。これが、この議案を

提出する理由である。 
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岩手県いじめ問題対策委員会の任用 新旧対照表（案） 
 

現（任期：令和２年１月12日から令和４年１月11日まで） 
 

 
新（任期：令和４年１月12日から令和６年１月11日まで） 

（注）年齢は令和２年１月12日時点                                                                                              （注）年齢は令和４年１月12日時点 

区 分 職  名  等 氏 名 年齢 性別 居住地 年数 兼任  区 分 職  名  等 氏 名 年齢 性別 居住地 年数 兼任 

学
識
経
験
者 

公立大学法人岩手県立大学 副学長 石堂
いしどう

 淳
じゅん

 62 男 盛岡市 ３期 有 
 

 
学
識
経
験
者 

公立大学法人岩手県立大学 副学長 石堂
いしどう

 淳
じゅん

 64 男 盛岡市 ４期 有 

国立大学法人岩手大学 
教育学部 准教授 

菊地
き く ち

 洋
ひろし

 47 男 盛岡市 ２期 無 
 

 
国立大学法人岩手大学  
教育学部 准教授 

菊地
き く ち

 洋
ひろし

 49 男 盛岡市 ３期 無 

弁
護
士 

岩手弁護士会 太田
お お た

秀
しゅう

栄
えい

 61 男 盛岡市 ３期 有 
 

 弁
護
士 

岩手弁護士会 太田
お お た

秀
しゅう

栄
えい

 63 男 盛岡市 ４期 有 

岩手弁護士会 山中
やまなか

俊介
しゅんすけ

 45 男 盛岡市 ３期 無 
 

 
岩手弁護士会 山中

やまなか

俊介
しゅんすけ

 47 男 盛岡市 ４期 無 

医 

師 

社団医療法人法成会 
平和台病院 医師 伊藤欣司

い と う き ん じ

 58 男 盛岡市 ３期 無 
 

 医 

師 

社団医療法人法成会 
平和台病院 医師 伊藤欣司

い と う き ん じ

 60 男 盛岡市 ４期 無 

一般財団法人岩手済生医会  
三田記念病院 医師 星

ほし

 克
かつ

仁
ひと

 49 男 盛岡市 ３期 無 
 

 
岩手医科大学医学部 
神経精神科学講座 准教授 八木

や ぎ

淳子
じゅんこ

 53 女 盛岡市 新規 有 

臨
床
心
理
士 

臨床心理士 髙
たか

橋
はし

 昇
のぼる

 63 男 奥州市 ３期 無 
 

 
臨
床
心
理
士 

臨床心理士 髙
たか

橋
はし

 昇
のぼる

 65 男 奥州市 ４期 無 

臨床心理士 上野
う え の

久仁子
く に こ

 39 女 盛岡市 新規 無 
 

 
臨床心理士 上野

う え の

久仁子
く に こ

 41 女 盛岡市 ２期 無 

社
会
福
祉
士 

イーハトーブ地域包括支援センター 
主任介護支援専門員 鈴木智之

すずきともゆき

 41 男 盛岡市 ３期 無 
 

 
社
会
福
祉
士 

イーハトーブ地域包括支援センター 
主任介護支援専門員 鈴木智之

すずきともゆき

 43 男 盛岡市 ４期 無 

社会福祉法人岩手県社会福祉協議会 
地域福祉活動コーディネーター 川崎

かわさき

舞
まい

美
み

 39 女 盛岡市 新規 無 
 

 
社会福祉法人岩手県社会福祉協議会 
地域福祉活動コーディネーター 川崎

かわさき

舞
まい

美
み

 41 女 盛岡市 ２期 無 

審議会等の設置・運営に関する指針への対応状況 
◎ 委員数【10人以内】 

 ◎ 男女いずれか一方の委員の数が委員総数の40％ 
未満にならないこと 

 ◎ 若手委員（50歳未満）登用率【25％以上目標】 
 ◎ 委員の平均年齢（R２.１.12現在） 
 ◎ 在任期間８年超 

 
10人（新任２人） 
男 80％ 女 20％ 
 
60％ 
50.5歳 
なし 

 

審議会等の設置・運営に関する指針への対応状況 
◎ 委員数【10人以内】 

 ◎ 男女いずれか一方の委員の数が委員総数の40％ 
  未満にならないこと。 
 ◎ 若手委員（50歳未満）登用率【25％以上目標】 
 ◎ 委員の平均年齢（R４.１.12現在） 
 ◎ 在任期間８年超 

 
10人（新任１人） 
男 70％ 女 30％ 
 
50％ 
52.6歳 
なし 

 



 

 

 
岩手県いじめ問題対策委員会条例 

                                    平成 27年 10月 28日 
条 例 第 7 2 号 

    
 （設置） 
第１条 いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号。以下「法」という。）第14条第３項の規定に基づ

き、岩手県いじめ問題対策委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
 （所掌） 
第２条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 
(1) 法第12条の規定により定められた岩手県いじめ防止等のための基本的な方針に基づくいじめの防止 
等のための対策について調査審議すること。 

(2) 法第24条の規定による調査を行うこと。 
(3) 法第28条第１項の規定による調査を行うこと。 

 （組織） 
第３条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、法律、医療、心理、福祉等に関し学識経験のあ

る者のうちから教育委員会が任命する。 
２ 委員の任期は、２年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期
間とする。 

 （委員長） 
第４条 委員会に委員長を置き、委員の互選とする。 
２ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 
３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職
務を代理する。 

 （専門委員） 
第５条 委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから教育委員会が任命す 
る。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 
（会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集する。 
２ 委員会は、委員及び議事に関係のある専門委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができな 
い。 

３ 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある専門委員の過半数で決し、可否同数のときは、 
議長の決するところによる。 

 （部会） 
第７条 委員会に、部会を置くことができる。 
２ 部会は、委員長の指名する委員及び専門委員をもって組織する。 
３ 委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。 
４ 第４条及び前条の規定は、部会について準用する。 

 （意見の聴取等） 
第８条 委員会は、必要に応じて議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必

要な資料の提出を求めることができる。 
 （秘密を守る義務） 
第９条 委員及び専門委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

同様とする。 
 （庶務） 
第10条 委員会の庶務は、教育委員会の事務局において処理する。 
 （補則） 
第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 
   附 則 
 この条例は、公布の日から施行する。 

議17-3 

参考資料 
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議案第18号 

   令和４年度岩手県教育委員会定期人事異動方針に関し議決を求めることについて 

 次のとおり令和４年度岩手県教育委員会定期人事異動方針を定めることについて、議決を求める。 

 

   令和４年度岩手県教育委員会定期人事異動方針 

東日本大震災津波からの教育の復興に向けた取組を推進するとともに、「学びと絆で 夢と未来を拓き 

社会を創造する人づくり」の実現等に向けて、「いわて県民計画（2019～2028）」及び「岩手県教育振興

計画」に掲げる主要施策の積極的な推進と的確な対応を行うため、次に掲げるところにより教職員の意

欲と能力を重視した人事配置を行い、もって組織能力の一層の向上を図るものとする。 

また、デジタル社会の発展や新型コロナウイルス感染症の拡大などの学校を取り巻く環境の変化にも

対応しながら、「岩手県教職員働き方改革プラン（2021～2023）」に基づき、必要な環境整備や健康確保

等の取組を強力に進めるため、学校における業務改善の推進とそれらの取組の支援、管理職のリーダー

シップの発揮によるマネジメント機能の強化、学校が心理や福祉等の専門スタッフと連携し、組織とし

て教育活動に取り組む「チーム学校」体制の整備・推進の観点にも配慮していくものとする。 

１ 東日本大震災津波からの教育の復興の推進 

  東日本大震災津波からの教育の復興に向け、地域の実情やニーズに配慮するとともに、防災教育を

はじめとする「いわての復興教育」等を着実に推進するための人事配置に努める。 

２ 学校教育の充実の推進  

  確かな学力の育成、豊かな心の育成、健やかな体の育成、特別支援教育、いじめ問題・不登校対策

等への確かな対応、学びの基盤づくりを着実に推進するための人事配置に努める。 

３ 社会教育・家庭教育の充実の推進 

  学校と家庭・地域との協働、子育て支援や家庭教育支援の充実、生涯にわたり学び続ける環境づく

り、次世代につなげる郷土芸能や文化財の継承を着実に推進するための人事配置に努める。 

４ 管理職の役割の重視 

  学校経営においては、管理職のリーダーシップが重要であることから、管理職の任用については、

以下のとおり行う。 

(１) 管理職に相応しい人格、識見を重視するとともに、指導能力、組織運営能力、実績について総

合的に評価し、年齢や性別、経験年数にとらわれることなく登用する。 

  なお、女性教職員が管理職を積極的に目指すことができる環境づくりや人材育成に努める。 

(２) 管理職の在職期間については、学校経営の安定化の視点に配慮する。 

５ 組織能力及び個々の教職員のモチベーションの向上に向けた人事配置 

 (１) 所属長のヒアリングにおいては、個々の教職員について、今後従事したい業務に係る希望、適

性、現在の職務の遂行状況及び健康状態、持病、家庭事情等についてもできるだけきめ細かく聴き

取ることとし、人事配置に当たっては、それらの事情を踏まえ、個々の教職員のモチベーションの

向上に努める。 

 (２) 各所属の職員構成については、年齢、経験年数等の適切なバランスに配慮する。 

   また、全県的視野から地域ごとの職員構成についても適切なバランスに配慮することとし、特に、

県北・沿岸地区やへき地等の職員体制の充実に努める。 

(３) 主幹教諭、指導教諭又は指導養護教諭については、学校において多様化・複雑化する諸課題に

組織的・機動的に対応し、その役割がより効果的に発揮されるよう、学校規模等を総合的に考慮し



議18－２ 

 

ながら配置する。 

(４) 小中学校事務の共同実施体制の機能強化を図り、学校経営の充実に資するため、「事務長」の職

の配置拡大を進める。 

(５) 事務局と学校との異動、職種間及び校種間での異動を行うとともに、他の任命権者との間での

人事交流を行う。また、主任等以下の若手事務職員については、ジョブローテーション等を考慮し、

人材の育成と適性の把握が図られるよう配慮する。 

６ その他 

  公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引上げ（平成25年度以後60歳から65歳へと段階的に引上

げ）に伴う雇用と年金の接続については、再任用制度の適切な運用により対応するよう配慮する。 

  令和３年10月25日提出 

岩手県教育委員会教育長 佐 藤   博  

 理由 

 令和４年度岩手県教育委員会定期人事異動方針を定めようとするものである。これが、この議案を提

出する理由である。 
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岩手県教育委員会定期人事異動方針新旧対照表 

令和３年度 令和４年度 

令和３年度岩手県教育委員会定期人事異動方針 令和４年度岩手県教育委員会定期人事異動方針 

 

東日本大震災津波からの教育の復興に向けた取

組を推進するとともに、「学びと絆で 夢と未来を

拓き 社会を創造する人づくり」の実現等に向け

て、「いわて県民計画（2019～2028）」及び「岩手

県教育振興計画」に掲げる主要施策の積極的な推

進と的確な対応を行うため、次に掲げるところに

より教職員の意欲と能力を重視した人事配置を行

い、もって組織能力の一層の向上を図るものとす

る。 

 

東日本大震災津波からの教育の復興に向けた取

組を推進するとともに、「学びと絆で 夢と未来を

拓き 社会を創造する人づくり」の実現等に向け

て、「いわて県民計画（2019～2028）」及び「岩手

県教育振興計画」に掲げる主要施策の積極的な推

進と的確な対応を行うため、次に掲げるところに

より教職員の意欲と能力を重視した人事配置を行

い、もって組織能力の一層の向上を図るものとす

る。 

また、学校への期待の高まりや学校教育課題の

複雑・多様化に伴う業務負担が依然としてある

中、教職員の健康の保持及び増進に加え、授業や

授業準備等に集中できる環境の構築などの働き方

改革の実現に向けた業務改善の強力な推進と、管

理職のリーダーシップの発揮によるマネジメント

機能の強化、学校が心理や福祉等の専門スタッフ

と連携し、組織として教育活動に取り組む「チー

ム学校」体制の整備・推進の観点にも配慮してい

くものとする。 

また、デジタル社会の発展や新型コロナウイル

ス感染症の拡大などの学校を取り巻く環境の変化

にも対応しながら、「岩手県教職員働き方改革プ

ラン（2021～2023）」に基づき、必要な環境整備

や健康確保等の取組を強力に進めるため、学校に

おける業務改善の推進とそれらの取組の支援、管

理職のリーダーシップの発揮によるマネジメント

機能の強化、学校が心理や福祉等の専門スタッフ

と連携し、組織として教育活動に取り組む「チー

ム学校」体制の整備・推進の観点にも配慮してい

くものとする。 

 

 

１ 東日本大震災津波からの教育の復興の推進 

  東日本大震災津波からの教育の復興に向け、

地域の実情やニーズに配慮するとともに、防災

教育をはじめとする「いわての復興教育」等を

着実に推進するための人事配置に努める。 

 

１ 東日本大震災津波からの教育の復興の推進 

  東日本大震災津波からの教育の復興に向け、

地域の実情やニーズに配慮するとともに、防災

教育をはじめとする「いわての復興教育」等を

着実に推進するための人事配置に努める。 

 

２ 学校教育の充実の推進  

  確かな学力の育成、豊かな心の育成、健やか

な体の育成、特別支援教育、いじめ問題・不登

校対策等への確かな対応、学びの基盤づくりを

着実に推進するための人事配置に努める。 

 

２ 学校教育の充実の推進  

  確かな学力の育成、豊かな心の育成、健やか

な体の育成、特別支援教育、いじめ問題・不登

校対策等への確かな対応、学びの基盤づくりを

着実に推進するための人事配置に努める。 

 

３ 社会教育・家庭教育の充実の推進 

  学校と家庭・地域との協働、子育て支援や家

庭教育支援の充実、生涯にわたり学び続ける環

境づくり、次世代につなげる郷土芸能や文化財

の継承を着実に推進するための人事配置に努め

る。 

 

３ 社会教育・家庭教育の充実の推進 

  学校と家庭・地域との協働、子育て支援や家

庭教育支援の充実、生涯にわたり学び続ける環

境づくり、次世代につなげる郷土芸能や文化財

の継承を着実に推進するための人事配置に努め

る。 

 

４ 管理職の役割の重視 

  学校経営においては、管理職のリーダーシッ

プが重要であることから、管理職の任用につい

ては、以下のとおり行う。 

 

４ 管理職の役割の重視 

  学校経営においては、管理職のリーダーシッ

プが重要であることから、管理職の任用につい

ては、以下のとおり行う。 

(1) 管理職に相応しい人格、識見を重視する

とともに、指導能力、組織運営能力、実績に

(1) 管理職に相応しい人格、識見を重視する

とともに、指導能力、組織運営能力、実績に
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ついて総合的に評価し、年齢や性別、経験年

数にとらわれることなく登用する。 

  なお、女性教職員が管理職を積極的に目指

すことができる環境づくりや人材育成に努め

る。 

ついて総合的に評価し、年齢や性別、経験年

数にとらわれることなく登用する。 

  なお、女性教職員が管理職を積極的に目指

すことができる環境づくりや人材育成に努め

る。 

(2) 管理職の在職期間については、学校経営

の安定化の視点に配慮する。 

(2) 管理職の在職期間については、学校経営

の安定化の視点に配慮する。 

 

５ 組織能力及び個々の教職員のモチベーション

の向上に向けた人事配置 

 

５ 組織能力及び個々の教職員のモチベーション

の向上に向けた人事配置 

 (1) 所属長のヒアリングにおいては、個々の

教職員について、今後従事したい業務に係る

希望、適性、現在の職務の遂行状況及び健康

状態、持病、家庭事情等についてもできるだ

けきめ細かく聴き取ることとし、人事配置に

当たっては、それらの事情を踏まえ、個々の

教職員のモチベーションの向上に努める。 

 (1) 所属長のヒアリングにおいては、個々の

教職員について、今後従事したい業務に係る

希望、適性、現在の職務の遂行状況及び健康

状態、持病、家庭事情等についてもできるだ

けきめ細かく聴き取ることとし、人事配置に

当たっては、それらの事情を踏まえ、個々の

教職員のモチベーションの向上に努める。 

 (2) 各所属の職員構成については、年齢、経

験年数等の適切なバランスに配慮する。 

   また、全県的視野から地域ごとの職員構成

についても適切なバランスに配慮することと

し、特に、県北・沿岸地区やへき地等の職員

体制の充実に努める。 

 (2) 各所属の職員構成については、年齢、経

験年数等の適切なバランスに配慮する。 

   また、全県的視野から地域ごとの職員構成

についても適切なバランスに配慮することと

し、特に、県北・沿岸地区やへき地等の職員

体制の充実に努める。 

(3) 主幹教諭、指導教諭又は指導養護教諭に

ついては、学校において多様化・複雑化する

諸課題に組織的・機動的に対応し、その役割

がより効果的に発揮されるよう、学校規模等

を総合的に考慮しながら配置する。 

(3) 主幹教諭、指導教諭又は指導養護教諭に

ついては、学校において多様化・複雑化する

諸課題に組織的・機動的に対応し、その役割

がより効果的に発揮されるよう、学校規模等

を総合的に考慮しながら配置する。 

(4) 小中学校事務の共同実施体制の機能強化

を図り、学校経営の充実に資するため、「事

務長」の職の配置拡大を進める。 

(4) 小中学校事務の共同実施体制の機能強化

を図り、学校経営の充実に資するため、「事

務長」の職の配置拡大を進める。 

(5) 事務局と学校との異動、職種間及び校種

間での異動を行うとともに、他の任命権者と

の間での人事交流を行う。また、主任等以下

の若手事務職員については、ジョブローテー

ション等を考慮し、人材の育成と適性の把握

が図られるよう配慮する。 

(5) 事務局と学校との異動、職種間及び校種

間での異動を行うとともに、他の任命権者と

の間での人事交流を行う。また、主任等以下

の若手事務職員については、ジョブローテー

ション等を考慮し、人材の育成と適性の把握

が図られるよう配慮する。 

 

６ その他 

  公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引

上げ（平成25年度以後60歳から65歳へと段階的

に引上げ）に伴う雇用と年金の接続について

は、再任用制度の適切な運用により対応するよ

う配慮する。 

 

６ その他 

  公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引

上げ（平成25年度以後60歳から65歳へと段階的

に引上げ）に伴う雇用と年金の接続について

は、再任用制度の適切な運用により対応するよ

う配慮する。 

  

変
更
理
由 

 所要の整理を行うこととしたこと。(前文関係) 
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議案第19号 

   教育表彰の受賞者に関し議決を求めることについて 

 次のとおり教育表彰の受賞者を決定することについて、議決を求める。 

 

事績顕著者 

１ 学校教育分野（30人、４団体） 

（１）学校教育 

 多年にわたり優れた学校教育活動に取り組み、教育の振興に顕著な成果を挙げた。 

  ア 宮古
み や こ

市立
し り つ

山口
やまぐち

小学校
しょうがっこう

 

  イ 岩手
い わ て

県立
けんりつ

盛岡
もりおか

第四
だ い し

高等学校
こうとうがっこう

音楽部
おんがくぶ

 

ウ 岩手
い わ て

県立
けんりつ

盛岡
もりおか

みたけ支援
し え ん

学校
がっこう

奥
おく

中山校
なかやまこう

 

エ 岩手
い わ て

県立
けんりつ

盛
もり

岡峰
おかほう

南高等
なんこうとう

支援
し え ん

学校
がっこう

 

 

（２）学校保健 

ア 学校医 

  多年にわたり学校医として児童生徒の保健衛生の向上に尽力し、教育の振興に多大の貢献をした。 

  (ア) 齊藤
さいとう

 惠子
け い こ

 

  (イ) 髙
たか

橋
はし

 譲
ゆずる

 

  (ウ) 藤巻
ふじまき

 英二
え い じ

 

  (エ) 小木田
こ ぎ た

 勇
ゆう

輝
き

 

  (オ) 佐藤
さ と う

 全紀
まさのり

 

  (カ) 齊
さい

木
き

 茂
しげ

温
はる

 

  (キ) 鵜
うの

浦
うら

 章
あきら

 

 (ク) 小野寺
お の で ら

 耕
こう

 

イ 学校歯科医 

 多年にわたり学校歯科医として児童生徒の保健衛生の向上に尽力し、教育の振興に多大の貢献をし

た。 

 (ア)  吉田
よ し だ

 正利
まさとし

 

 (イ) 武田
た け だ

 秀
ひで

雄
お

 

 (ウ) 南部
な ん ぶ

 淑
よし

文
ぶみ

 

  (エ) 福士
ふ く し

 宏也
ひ ろ や

 

  (オ) 小原
お ば ら

 宣
のぶ

裕
ひろ

 

 (カ) 佐藤
さ と う

 聡
さとし

 

 (キ) 津田
つ だ

 京子
きょうこ

 

 (ク) 菊池
き く ち

 正弘
まさひろ

 

(ケ) 三浦
み う ら

 孝
たかし

 



議 19-2 

 (コ) 大和田
お お わ だ

 剛史
こ う し

 

  (サ) 馬場
ば ば

 智
さとる

 

 (シ) 吉田
よ し だ

 裕
ひろし

 

 (ス) 村上
むらかみ

 恵一
けいいち

 

  （セ） 久保
く ぼ

 宮
みや

幸
ゆき

 

  （ソ） 深澤
ふかざわ

 太賀男
た か お

 

  (タ)  畠山
はたけやま

 康人
や す と

 

ウ 学校薬剤師 

 多年にわたり学校薬剤師として児童生徒の保健衛生の向上に尽力し、教育の振興に多大の貢献をし

た。 

  (ア) 及川
おいかわ

 かがり 

 (イ) 本田
ほ ん だ

 昭二
しょうじ

 

(ウ) 八重樫
や え が し

 浩子
ひ ろ こ

 

(エ) 黄川田
き か わ だ

 尚子
た か こ

  

  (オ) 金澤
かなざわ

 貴子
た か こ

 

  (カ) 高林
たかばやし

 幸子
こ う こ

 

 

２ 社会教育分野（１人、５団体） 

（１）社会教育活動の指導者 

  多年にわたり社会教育行政や生涯学習の推進に尽力し、社会教育の振興に多大の貢献をし 

た。 

  ア 松田
ま つ だ

 和夫
か ず お

 

（２）社会教育団体 

  多年にわたり優れた活動を実践し、社会教育の振興に多大の貢献をした。 

  ア 雫石
しずくいし

町立
ちょうりつ

七ツ森
ななつもり

小学校
しょうがっこう

ＰＴＡ 

  イ 軽米
かるまい

町立
ちょうりつ

晴山
はれやま

小学校
しょうがっこう

ＰＴＡ 

  ウ 宮古
み や こ

小学校
しょうがっこう

父母
ふ ぼ

と教師
きょうし

の会
かい

 

  エ 一関
いちのせき

市立
し り つ

弥栄
やさかえ

小学校
しょうがっこう

ＰＴＡ 

  オ 岩手
い わ て

県立
けんりつ

住田
す み た

高等学校
こうとうがっこう

ＰＴＡ 

 

３ 学術・文化財分野（１人） 

 多年にわたり文化財の保護に尽力し、地域文化の振興に多大の貢献をした。 

  (１) 由井
ゆ い

 正敏
まさとし
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４ 教育行政分野（７人） 

 多年にわたり教育行政の推進に尽力し、教育の振興に多大の貢献をした。 

 (１) 小平
こ ひ ら

 忠孝
ただたか

 

(２) 宮野
み や の

 朋士
と も し

 

 (３) 岩持
いわもち

 斗
と

季子
き こ

 

(４) 田面
た も の

木
き

 茂樹
し げ き

 

(５) 高橋
たかはし

 榮
えい

幸
こう

 

 (６) 平
ひら

藤
ふじ

 壽子
ひ さ こ

 

 (７) 大粒来
おおつぶらい

 清
きよ

志
し

 

  

 

  令和３年10月25日提出 

岩手県教育委員会教育長 佐 藤   博  

 理由 

 教育表彰として齊藤惠子ほか39人及び宮古市立山口小学校ほか９団体を表彰しようとするものである。

これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第 19号 教育表彰の受賞者に関し議決を求めることについて 

事績顕著者の主な功績の内容は以下のとおり 

１ 学校教育分野〔30人、４団体〕                                    

 

 (１) 学校教育〔４団体〕 

№ 団 体 名 功  績  の  内  容 

 

宮古市立 

山口小学校 

【活動歴】13年 

【受賞歴】令和３年度子どもの読書活動優秀実践校文部科学大臣賞、平成16年度

子供の読書活動優秀実践校表彰文部科学大臣賞 ほか 

１  児童の読書意欲の向上に励み、学習の目的・内容、児童のニーズに応じて７つ

の図書室を活用する特色ある図書運営や、学校、地域と連携した読み聞かせの活

動を行うなどの多様な読書活動を推進し大臣表彰を受賞するなど、優れた成果を

挙げた。 

 

岩手県立 

盛岡第四高

等学校音楽

部 

【活動歴】38年 

【受賞歴】令和２年度第14回声楽アンサンブルコンテスト全国大会 女声チーム

金賞、令和元年度第72回全日本合唱コンクール金賞（混声）、平成30

年度第71回全日本合唱コンクール金賞（混声） ほか 

２ 部員一人ひとりが真摯に音楽と向き合いながら日々の活動に励み、聴く人の心

を動かす音楽づくりを目指した訪問演奏活動を県内各地で行うとともに、全日本

合唱コンクール全国大会での金賞受賞をはじめ、６年連続で入賞に輝くなど、優

れた成果を挙げた。 

 

岩手県立 

盛岡みたけ

支援学校奥

中山校 

【活動歴】40年 

【受賞歴】令和２年度第 25 回いわてユネスコ賞、平成 21 年度時事通信社第 25

回教育奨励賞 

３  子ども達の感性を育み、多様性を認める共生社会の実現を目指し、昭和56年４

月の開校当初から 40 年にわたり、奥中山地区の学校間における学校行事の交流

や、地域と一体となった交流活動に取り組み、共生社会の実現と地域の活性化に

大きく貢献した。 

 

岩手県立 

盛岡峰南高

等支援学校 

【活動歴】13年 

【受賞歴】令和２年度第 40回全国障害者技能大会銅賞（木工部門）、令和元年度

第39回全国障害者技能大会金賞・厚生労働大臣賞（縫製部門） ほか 

４ 生徒の就労意欲の向上と技能の習得を目指し、生徒一人ひとりに寄り添った実

践的な指導を継続した結果、全国障害者技能大会では上位入賞に輝くなど優れた

成績を収め、生徒の社会参加と自立支援につながる職業教育の振興に大きく貢献

した。 

 

 

 

資料 



議 19-6 

 

(２) 学校保健〔30人〕 

  ア 学校保健安全教育〔なし〕 

  イ 学校医〔８人〕 

    多年にわたり学校医として児童生徒の保健衛生の向上に尽力し、教育の振興に多大の貢献をした。 

   ① 齊 藤 惠 子 (81歳) 盛岡市 

   ② 髙 橋   譲 (61歳) 盛岡市 

   ③ 藤 巻 英 二 (65歳) 花巻市 

   ④ 小木田 勇 輝 (64歳) 花巻市 

   ⑤ 佐 藤 全 紀 (61歳) 花巻市 

   ⑥ 齊 木 茂 温 (66歳) 花巻市 

   ⑦ 鵜 浦   章 (71歳) 陸前高田市 

   ⑧ 小野寺   耕 (61歳) 久慈市 

  ウ 学校歯科医〔16人〕 

    多年にわたり学校歯科医として児童生徒の保健衛生の向上に尽力し、教育の振興に多大の貢献を

した。 

   ① 吉 田 正 利 (73歳) 盛岡市 

   ② 武 田 秀 雄 (67歳) 盛岡市 

   ③ 南 部 淑 文 (72歳) 滝沢市 

   ④ 福 士 宏 也 (62歳) 盛岡市 

   ⑤ 小 原 宣 裕 (61歳) 花巻市 

   ⑥ 佐 藤   聡 (59歳) 北上市 

   ⑦ 津 田 京 子 (69歳) 奥州市 

   ⑧ 菊 池 正 弘 (63歳) 大船渡市 

   ⑨ 三 浦   孝 (58歳) 釜石市 

   ⑩ 大和田 剛 史 (67歳) 陸前高田市 

   ⑪ 馬 場   智 (69歳) 陸前高田市 

   ⑫ 吉 田   裕 (64歳) 陸前高田市 

   ⑬ 村 上 恵 一 (62歳) 陸前高田市 

   ⑭ 久 保 宮 幸 (62歳) 宮古市 

   ⑮ 深 澤 太賀男 (67歳) 紫波町 

   ⑯ 畠 山 康 人 (60歳) 一関市 

  エ 学校薬剤師〔６人〕 

    多年にわたり学校薬剤師として児童生徒の保健衛生の向上に尽力し、教育の振興に多大の貢献を

した。 

   ① 及 川 かがり (66歳) 滝沢市 

   ② 本 田 昭 二 (56歳) 滝沢市 

   ③ 八重樫 浩 子 (63歳) 花巻市 

   ④ 黄川田 尚 子 (66歳) 陸前高田市 

   ⑤ 金 澤 貴 子 (61歳) 二戸市 

   ⑥ 高 林 幸 子 (66歳) 軽米町 



議 19-7 

 

 

２ 社会教育分野〔１人、５団体〕                                

 

 (１) 社会教育活動の指導者〔１人〕 

№ 氏   名 功  績  の  内  容 

１ 松 田 和 夫（75歳） 

【活動歴】19年 

【主な経歴】宮古ユネスコ協会会長、宮古市社会教育委員 

 多年にわたり社会教育活動に携わり、自主性や協調性を育む体験

活動の中で助言や指導を行い青少年の健全育成に取り組むととも

に、宮古市社会教育委員として社会教育行政に尽力するなど、社会

教育及び生涯学習の振興に多大の貢献をした。 

 

 

 

 

 

 (２) ＰＴＡ団体〔５団体〕 

№ 団 体 名 功  績  の  内  容 

１ 
雫石町立 

七ツ森小学校ＰＴＡ 

【活動歴】36年 

【受賞歴】令和２年度東北ブロックＰＴＡ協議会 会長表彰 

地域の教育課題の解決に向けた意見交流の場として、教振五者会

議を開催し、学校・家庭・地域が一体となった活動を積極的に展開

するなど、児童の健全育成や社会教育の振興に多大の貢献をした。 

 

２ 

軽米町立 

晴山小学校ＰＴＡ 

【活動歴】11年 

 基本的生活習慣向上、震災学習、ＮＩＥ教育において、家庭での

意欲的な取組を展開するとともに、地域との協働により「山内神楽」

の伝承活動を行うなど、家庭や地域と連携しながら多様な活動を行

い、社会教育の振興に多大の貢献をした。 

 

３ 

宮古小学校父母と教師

の会 

【活動歴】31年 

【受賞歴】令和２年度宮古市ＰＴＡ連合会年次表彰（個人） 

学校と地域が連携・協働し、地域活動や講習会、「親子ハザードウ

ォークラリー」といった防災学習を展開するなど、特色あるＰＴＡ

活動を通して、児童の健全育成や社会教育の振興に多大の貢献をし

た。 

 

 

 

 



議 19-8 

 

４ 
一関市立 

弥栄小学校ＰＴＡ 

【活動歴】31年 

【受賞歴】令和２年度一般社団法人岩手県ＰＴＡ連合会団体表彰 

 学校と地域が一体となって地域活動に取り組み、「いやさか太鼓」

や「鶏舞」の郷土芸能の継承活動に尽力するとともに、「ともに心豊

かな子どもを育む」といった共通認識のもと、積極的に学校行事の

運営に携わるなど、子ども達の健全育成や社会教育の振興に多大の

貢献をした。 

５ 
岩手県立 

住田高等学校ＰＴＡ 

【活動歴】69年 

【受賞歴】令和２年度全国高Ｐ連会長表彰（団体表彰） 

 小規模校の利点を生かし、保護者一人ひとりが積極的に教育活動

に携わりＰＴＡ活動を運営するとともに、文化祭ではＰＴＡによる

活動を通じ、学校と地域の架け橋として学校運営を支えるなど、社

会教育の振興に多大の貢献をした。 

 

３ 学術・文化財分野〔１人〕                                  

 

№ 氏   名 功  績  の  内  容 

１ 由 井 正 敏（77歳） 

【活動歴】22年 

【主な経歴】岩手県文化財保護審議会委員、カモシカ保護地域特別

調査指導委員会委員、（一社）東北地域環境計画研究所会長 

 多年にわたりカモシカ保護地域特別調査指導委員会委員として文

化財の調査研究活動に尽力し、文化財の保護に多大の貢献をした。 

 

４ 教育行政分野〔７人〕                                    

 

  多年にわたり教育行政の推進に尽力し、教育の振興に多大の貢献をした。 

(１)  小 平 忠 孝（77歳） 前 岩手県教育委員会委員   

 (２) 宮 野 朋 士（63歳）   八幡平市教育委員会委員 

 (３) 岩 持 斗季子（65歳）   雫石町教育委員会委員 

 (４) 高 橋 榮 幸（74歳）   紫波町教育委員会委員 

 (５) 田面木 茂 樹（71歳） 前 奥州市教育委員会教育長 

 (６) 平 藤 壽 子（71歳）   西和賀町教育委員会委員 

 (７) 大粒来 清 志（73歳）   洋野町教育委員会委員 

  

 


